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五
　
父
子
関
係
否
認
訴
訟
に
お
け
る
再
訴
の
可
能
性

六
　
お
わ
り
に
―
日
本
法
へ
の
示
唆

四
　
違
法
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
可
能
性

３ 
　
違
法
に
収
集
さ
れ
た
当
事
者
の
事
実
申
立
て

　
１
　
事
実
申
立
て
の
評
価
禁
止
　
　
本
件
連
邦
裁
は
、
判
旨
２
薗
部
分
で
、
訴
え
の
有
理
性
の
問
題
に
関
連
し
て
、
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ

Ｎ
Ａ
鑑
定
は
、
父
子
関
係
の
否
認
訴
訟
の
証
拠
方
法
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
当
事
者
の
申
立
て
（Parteivortrag

             
）
と
し
て
も
利
用
で
き
な
い

と
判
示
し
て
い
る
（
三
〇
巻
一
号
九
二
頁
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
掲
三
２
４
一
号
一
〇
二
頁
以
下
も
参
照
）。
そ
の
際
に
、
本
件
判
旨
は
、

第
一
事
件
の
原
審
・
ツ
ェ
レ
ェ
高
裁
が
示
し
た
の
と
同
様
に
、
事
実
申
立
て
後
に
は
、
血
縁
鑑
定
（
民
訴
法
三
七
二
条
ａ
に
よ
る
強
制
的
な
措

置
を
含
む
）
が
実
施
さ
れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
と
の
一
般
的
な
手
続
推
移
を
理
由
に
あ
げ
て
、
違
法
収
集
証
拠
理
論
を
先
取
っ
て
適
用
す
る
こ

と
を
是
認
し
た
（
前
掲
三
２
４
苑
参
照
）
の
か
、
必
ず
し
も
そ
の
判
旨
か
ら
は
明
確
と
い
え
な
い
。
し
か
し
、
連
邦
裁
が
本
件
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を

証
拠
方
法
と
指
摘
し
た
の
は
、
従
来
の
実
務
の
扱
い
に
追
従
し
た
だ
け
で
な
く
、
違
法
収
集
証
拠
理
論
を
適
用
す
る
意
図
で
あ
っ
た
と
解
す
る

の
が
素
直
に
思
え
る
。
た
だ
し
連
邦
裁
は
、
そ
の
後
二
〇
〇
六
年
三
月
一
日
判
決
（Fam
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）
に
お
い

て
、
本
件
の
よ
う
な
血
縁
鑑
定
を
、
父
子
関
係
否
認
の
訴
え
の
有
理
性
を
導
く
「
当
事
者
の
申
立
て
」
と
判
示
し
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
本
件

判
旨
と
の
関
係
が
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
。
そ
れ
と
も
、
後
掲
の
学
説
（
Ａ
・
ス
テ
ィ
リ
ア
ニ
ィ
デ
ィ
ス
）
の
よ
う
に
、
そ
の
両
方
の
属

性
を
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
連
邦
憲
法
裁
〇
七
年
判
決
は
、
本
件
鑑
定
を
「
証
拠
方
法
」
と
述
べ
て
い
る
が
（
四
２
４
鉛
準怨
 

、
修

道
三
〇
巻
二
号
二
六
九
頁
参
照
）、
こ
れ
は
、
連
邦
裁
〇
五
年
判
決
の
判
旨
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

＜

論
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修
道
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学
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三
巻
　
一
号 

二
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）

二



　
苑
　
学
説
の
議
論
を
み
る
と
、
上
述
し
た
よ
う
に
ベ
レ
ン
ホ
ッ
フ
ァ
ー
（M

.W
ellenhoffer

 
   
           
）
が
こ
の
点
を
批
判
し
て
い 

準ⅰ
 

Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑

定
は
、
本
案
の
問
題
に
つ
い
て
の
証
拠
方
法
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
訴
え
の
申
立
て
の
具
体
化
に
当
っ
て
原
告
を
助
力
す
る
た

め
の
も
の
で
あ
る
。
鑑
定
の
指
摘
は
、
証
拠
方
法
の
提
出
で
は
な
く
、
訴
え
の
有
理
性
の
た
め
の
書
面
に
さ
れ
た
当
事
者
の
申
立
て
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
有
理
性
の
あ
る
申
立
て
だ
け
で
な
く
、
そ
の
た
め
の
証
拠
申
出
も
ま
た
当
事
者
に
要
求
さ
れ
る
場
合
は
、
裁
判
所
は
遅
く
と
も
証
拠

調
べ
の
際
に
違
法
に
収
集
さ
れ
た
証
拠
方
法
に
面
し
て
、
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
は
そ
れ
を
利
用
で
き
な
い
と
し
て
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

事
実
申
立
て
の
利
用
可
能
性
に
つ
い
て
、
考
え
る
必
要
は
な
い
。
準ⅱ
 

し
か
し
、
父
子
関
係
の
否
認
事
件
に
お
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
事
実
申
立
て
し

か
な
い
た
め
、
証
拠
利
用
禁
止
が
そ
こ
に
及
ぶ
か
が
問
題
に
な
る
。
連
邦
裁
〇
五
年
は
そ
れ
を
あ
っ
さ
り
肯
定
し
て
い
る
が
、
民
訴
法
は
事
実

申
立
て
の
禁
止
（Sachvortragsverbot

                  
）
を
知
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
当
事
者
の
自
由
お
よ
び
自
己
責
任
の
原
則
が
妥
当
し
、
ま
た

職
権
探
知
主
義
が
適
用
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
、
裁
判
所
は
申
立
て
の
あ
っ
た
事
実
を
す
べ
て
承
知
し
た
う
え
で
、
評
価
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
限
り
で
、
当
事
者
の
申
立
て
は
評
価
し
得
る
か
否
か
で
は
な
く
、
裁
判
所
は
単
に
そ
れ
を
知
っ
た
う
え
で
、
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
事
者
の
申
立
て
と
証
拠
調
べ
・
証
拠
評
価
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
証
拠
利
用
禁
止
に
適
用
さ
れ
る
理

論
を
当
事
者
申
立
て
に
転
用
す
る
と
な
れ
ば
、
少
な
く
と
も
そ
の
た
め
の
正
当
化
が
必
要
で
あ
る
。

　
準ⅲ
 

と
こ
ろ
が
父
子
関
係
否
認
事
件
で
は
そ
れ
が
は
っ
き
り
せ
ず
、
当
事
者
申
立
て
を
し
ん
酌
す
る
こ
と
で
人
格
権
侵
害
が
続
く
と
い
う
見
解

（
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
高
裁
）
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
父
子
関
係
否
認
訴
訟
に
お
い
て
は
、
裁
判
所
は
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
情
報
を

い
ず
れ
に
し
て
も
職
権
に
よ
っ
て
も
調
査
で
き
る
し
、
ま
た
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
看
過
さ
れ
て
い
る
。
医
学
鑑
定
に
よ
っ
て
血

縁
問
題
に
つ
い
て
証
拠
調
べ
が
行
わ
れ
る
と
き
は
、
ど
う
し
て
も
子
の
人
格
権
侵
害
が
生
ず
る
結
果
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
の
う
え
子
は

強
制
鑑
定
の
規
定
（
民
訴
法
三
七
二
条
ａ
。
な
お
、
そ
の
法
文
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
二
〇
〇
八
年
の
い
わ
ゆ
る
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革

（
　
）
５４る
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 
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法
に
よ
っ
て
改
正
さ
れ
、
現
在
は
同
改
革
法
一
七
八
条
一
項
・
二
項
と
同
じ
表
現
に
な
っ
て
い
る
。
４
３
遠
ウ
参
照
、
三
七
頁
）
に
よ
っ
て
必

要
な
身
体
的
検
査
を
受
忍
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
で
は
一
般
的
な
期
待
可
能
性
の
審
査
も
行
わ
れ
な
い
。
右
規
定
の

利
益
衡
量
の
た
め
の
連
結
点
は
、
立
法
者
の
検
査
義
務
と
い
う
基
本
的
な
決
定
で
あ
り
、
血
縁
関
係
を
解
明
す
る
利
益
が
、
一
般
的
に
相
手
方

当
事
者
の
単
な
る
防
御
ま
た
は
秘
密
保
持
の
利
益
に
優
先
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
検
査
の
不
利
益
的
な
効
果
か
ら

検
査
の
拒
絶
権
を
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
疑
父
に
対
す
る
扶
養
料
請
求
権
の
喪
失
と
い
う
形
で
現
れ
る
経
済
的
不
利
益
と
同
様

に
、
夫
と
の
血
縁
関
係
の
不
存
在
が
確
認
さ
れ
る
と
い
う
危
惧
に
つ
い
て
も
、
同
じ
こ
と
が
い
え
る
。
さ
ら
に
ま
た
夫
婦
に
争
い
が
生
じ
た
り
、

家
庭
の
平
和
が
脅
か
さ
れ
る
と
い
う
事
情
も
、
検
査
を
期
待
不
可
能
な
も
の
に
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
準ⅳ
 

し
た
が
っ
て
、
否
認

原
告
に
申
立
て
の
有
理
性
の
た
め
に
秘
密
の
血
縁
鑑
定
の
援
用
を
禁
じ
た
場
合
、
裁
判
所
は
い
ず
れ
に
し
て
も
ま
さ
に
そ
の
訴
訟
で
自
ら
職
権

で
調
査
し
、
合
法
的
に
調
査
し
う
る
事
実
や
デ
ー
タ
の
主
張
を
禁
ず
る
結
果
と
な
っ
て
、
絶
対
に
有
意
義
と
は
い
え
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
述
べ
て
、
ベ
レ
ン
ホ
ッ
フ
ァ
ー
説
は
、
準ⅴ
 

職
権
で
行
わ
れ
る
べ
き
血
縁
鑑
定
に
つ
い
て
法
律
上
の
障
害
が
な
く
、
か
つ
民
訴

法
三
七
二
条
ａ
に
基
づ
く
強
制
鑑
定
に
よ
っ
て
人
格
権
侵
害
の
可
能
性
が
あ
る
な
ら
ば
、
当
事
者
は
少
な
く
と
も
そ
れ
に
応
じ
た
私
鑑
定
の
提

出
を
認
め
て
よ
い
と
考
え
る
。
以
上
の
特
別
な
事
情
の
も
と
で
は
、
人
格
権
の
保
護
目
的
は
申
立
て
の
利
用
禁
止
と
い
う
形
で
の
訴
訟
上
の
サ

ン
ク
シ
ョ
ン
を
要
請
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
原
審
の
ツ
ェ
レ
ェ
高
裁
が
、
当
事
者
申
立
て
の
利
用
禁
止
を
基
礎
づ
け
る
た
め
、
原
告

は
違
法
収
集
鑑
定
が
な
け
れ
ば
、
裁
判
手
続
を
始
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
判
示
し
て
い
る
点
を
批
判
し
て
、
そ
も
そ
も
有
理
性
の

あ
る
最
初
の
疑
い
を
要
請
す
る
詳
細
説
自
体
が
、
民
訴
法
上
も
民
法
上
も
根
拠
が
な
い
の
で
あ
る
。
仮
に
そ
の
説
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
本
案

の
申
立
て
の
枠
内
で
、
原
告
に
秘
密
の
鑑
定
の
援
用
を
許
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鑑
定
の
援
用
だ
け
で
は
、
基
本
権
の
重
大
な
侵
害
に
結
び

つ
か
な
い
と
述
べ
る
。

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
一
号 

四
（
　
　
　
）

四



　
２
　
学
説
の
議
論
　
　
ベ
レ
ン
ホ
ッ
フ
ァ
ー
説
が
右
に
指
摘
す
る
、
訴
え
の
申
立
て
に
違
法
収
集
証
拠
理
論
を
適
用
で
き
る
か
と
い
う
問
題

に
関
し
て
は
、
本
判
決
以
前
に
も
若
干
の
研
究
が
み
ら
れ
る
。

　
苑
　
ハ
イ
ネ
マ
ン 

は
、「
違
法
に
収
集
さ
れ
た
事
実
申
立
て
」
と
題
す
る
論
文
で
、
こ
の
問
題
を
検
討
し
て
い
る
。
準ⅰ
 

考

察
の
手
掛
か
り
は
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
高
裁
二
〇
〇
〇
年
二
月
二
五
日
判
決
（N

JW
2000,S.1577=M

D
R
2000,S.847

 
  
                
 
 
             
）
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
被
告
Ｙ
が
そ
の
職
務
上
知
っ
た
原
告
Ｘ
夫
婦
の
事
情
を
、
Ｘ
の
当
時
の
隣
人
Ａ
夫
婦
に
洩
ら
し
た
と
し
て
、
Ｘ
か
ら
Ｙ
に
対
し
て
慰
謝
料

お
よ
び
名
誉
毀
損
の
発
言
の
差
止
め
と
撤
回
が
請
求
さ
れ
た
と
い
う
事
案
で
あ
る
。
Ｙ
は
漏
洩
の
事
実
を
認
め
た
が
、
職
務
上
の
秘
密
事
項
ま

で
は
含
ま
れ
な
い
と
反
論
し
た
。
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
こ
の
事
件
の
請
求
の
前
提
と
し
て
、
Ｘ
が
、
会
話
の
盗
み
聞
き
と
メ
モ
書
き
と
い
う

違
法
な
方
法
に
よ
っ
て
、
Ｙ
・
Ａ
夫
婦
の
洩
ら
し
た
会
話
の
内
容
を
知
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
一
審
は
、
Ｘ
の
緊
急
弁
護

士
付
添
い
の
申
立
て
（
民
訴
法
七
八
条
ｂ
第
一
項
）
を
却
下
し
て
訴
え
を
却
下
し
、
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
高
裁
も
Ｘ
の
控
訴
を
棄
却
し
た
。

　
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
高
裁
は
、
①
発
言
の
撤
回
・
差
止
請
求
権
が
存
在
し
な
い
と
判
示
す
る
際
に
、
Ｘ
の
主
張
は
Ｙ
と
Ａ
夫
婦
の
会
話
を
逐
語

的
に
再
現
し
て
お
り
、
何
ら
か
の
技
術
的
手
段
を
用
い
て
会
話
を
盗
み
聞
き
し
た
か
、
記
録
化
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
と
指
摘
し
て
、
違
法

に
入
手
し
た
会
話
の
利
用
問
題
に
つ
い
て
は
、
違
法
収
集
証
拠
に
関
す
る
折
衷
説
（
実
体
法
上
違
法
に
収
集
さ
れ
た
証
拠
方
法
を
す
べ
て
強
行

的
に
訴
訟
上
利
用
で
き
な
い
と
は
せ
ず
、
証
拠
調
べ
の
結
果
に
よ
っ
て
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
人
格
権
が
侵
害
さ
れ
、
か
つ
例
外
的
に
財
産
的
価

値
の
比
較
衡
量
を
通
じ
て
利
用
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
に
初
め
て
、
証
拠
利
用
の
禁
止
と
い
う
前
提
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
）

に
従
っ
て
解
決
す
る
と
す
る
。
証
拠
利
用
の
禁
止
（B

ew
eisverw

ertungsverbot

 
  
       
             
）
の
存
在
は
民
事
手
続
で
も
憲
法
か
ら
導
か
れ
、
特
に
第
三

者
の
人
格
権
侵
害
の
も
と
で
証
拠
方
法
が
取
得
さ
れ
た
場
合
に
、
訴
訟
上
の
証
拠
利
用
の
禁
止
が
適
用
さ
れ
る
。
電
話
会
話
の
不
当
な
盗
聴
や

記
録
化
が
そ
れ
で
あ
り
、
不
適
法
に
得
ら
れ
た
知
識
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
で
、
盗
聴
を
受
け
た
者
の
人
格
権
侵
害
が
続
く
だ
け
で
な
く
、
よ
り

（
　
）   
５５

（J.H
einem

an

    
     
  n  
）

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

五
（
　
　
　
）

五



増
強
さ
れ
る
。
②
本
件
で
は
、
Ｙ
が
隣
人
夫
婦
Ａ
に
Ｘ
と
そ
の
妻
の
こ
と
を
話
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
争
っ
て
な
く
、
そ
の
話
が
差
止
め
の
対

象
で
も
あ
っ
て
、
違
法
な
知
識
の
取
得
は
Ｘ
が
民
事
手
続
に
お
い
て
そ
れ
を
申
立
て
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
を
禁
止
す
る
。
憲
法
か
ら
導
か
れ

た
証
拠
利
用
の
禁
止
は
、
違
法
に
取
得
し
た
状
態
の
利
用
を
不
適
法
と
す
る
一
般
的
法
原
則
の
現
れ
で
あ
り
、
違
法
行
為
に
対
す
る
制
裁
で
も

あ
る
。
こ
の
証
拠
利
用
禁
止
は
、
そ
の
保
護
目
的
お
よ
び
機
能
か
ら
み
て
、
人
格
権
を
侵
害
し
て
取
得
し
た
知
識
を
証
拠
調
べ
の
対
象
に
で
き

る
か
と
い
う
問
題
だ
け
で
な
く
、
当
事
者
が
申
し
立
て
た
事
実
資
料
を
し
ん
酌
で
き
る
か
と
い
う
問
題
に
も
適
用
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
盗
み
聞

き
行
為
の
結
果
に
つ
い
て
の
申
立
て
を
し
ん
酌
す
る
こ
と
で
、
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
Ｙ
の
人
格
権
の
違
法
な
侵
害
が
続
く
こ
と
に
な
る
か
ら
で

あ
る
。

　
準ⅱ
 

カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
高
裁
の
右
判
旨
②
部
分
は
、
秘
密
に
実
施
・
収
集
さ
れ
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
、
証
拠
方
法
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
当
事
者

の
申
立
て
と
し
て
も
利
用
で
き
な
い
と
判
示
す
る
本
件
連
邦
裁
〇
五
年
判
決
（
２
２
薗
参
照
。 
修
道
法
学
三
〇
巻
一
号
九
二
頁
）
と
同
じ
考
え

方
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
の
判
旨
に
対
し
て
は
一
部
で
批
判
が
み
ら
れ
る
。
ま
ず
高
名
な
裁
判
官
で
あ
る
シ
ュ
ナ
イ
ダ
ー
（E

.Schneider

 
           
）

は
、
原
告
に
よ
る
当
事
者
の
申
立
て
の
考
慮
に
つ
い
て
も
証
拠
利
用
禁
止
か
ら
導
く
考
え
方
は
、
法
律
上
、
根
拠
が
な
い
と
批
判
す 

①
民

訴
法
は
主
張
禁
止
を
知
ら
ず
、
真
実
に
か
な
っ
た
申
立
て
を
す
る
よ
う
に
と
の
制
裁
な
き
要
請
（
民
訴
法
一
三
八
条
一
項
）
し
か
知
ら
な
い
。

右
判
旨
の
考
え
方
は
、
中
立
的
な
証
人
や
文
書
に
よ
っ
て
事
後
的
に
証
明
で
き
る
場
合
に
も
、
申
立
て
が
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
不
当
な
結
果
を

生
ず
る
。
憲
法
に
違
反
し
た
申
立
て
の
無
視
に
よ
り
、
真
実
に
反
し
た
判
決
が
な
さ
れ
る
不
当
な
結
果
と
な
る
。
②
特
定
の
、
か
つ
明
確
な
要

件
が
法
定
さ
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
そ
れ
は
許
さ
れ
る
が
、
本
件
で
そ
の
要
件
は
な
い
。
事
案
の
解
決
と
し
て
は
、
Ｙ
が
Ｘ
の
主
張
を
争
っ
て

い
な
い
以
上
、
証
拠
調
べ
の
必
要
は
な
く
、
裁
判
所
は
争
い
の
な
い
事
実
に
基
づ
き
裁
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
す
る
。

　
準ⅲ
 

ハ
イ
ネ
マ 

、
①
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
高
裁
が
と
る
事
実
申
立
て
の
評
価
禁
止
と
い
う
考
え
方
は
、
理
論
的
に
も
ま
た
法
治
国
家
の
民
訴

（
　
）
５６る
。

（
　
）
５７ン
も

＜
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手
続
の
観
点
か
ら
も
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
と
批
判
す
る
。
そ
れ
は
ド
イ
ツ
民
訴
法
の
知
ら
な
い
考
え
方
で
あ
り
、
裁
判
所
が
当
事
者
の
申
立
て

を
聴
取
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
の
、
評
価
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
本
件
の
よ
う
に
事
実
関
係
は
相
手
方
Ｙ
が
自
白

し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
場
合
に
は
、
い
っ
そ
う
の
こ
と
そ
う
で
あ
り
、
裁
判
所
は
争
い
の
な
い
事
実
に
拘
束
さ
れ
、
そ
の
事
実
を
疑
っ
て
証
拠

を
要
求
し
た
り
、
裁
量
で
自
白
事
実
に
つ
い
て
裁
判
を
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
②
事
実
申
立
の
評
価
禁
止
の
考
え
方
は
、
処
分
権
主
義
や
弁

論
主
義
と
い
う
基
本
原
則
を
崩
し
、
当
事
者
の
法
的
審
尋
の
原
則
（
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
）
を
制
限
す
る
こ
と
に
な
る
。
証
拠
評
価
の
み
が

裁
判
官
の
自
由
な
裁
量
に
服
し
、
証
拠
調
べ
が
相
手
方
の
一
般
的
人
格
権
を
侵
害
す
る
限
り
で
は
、
裁
判
所
は
証
拠
調
べ
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

し
か
し
そ
こ
か
ら
逆
推
し
て
、
事
実
資
料
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
る
の
は
、
事
実
申
立
て
と
証
拠
の
評
価
の
違
い
を
な
く
し
、
事
実
資
料
に

つ
い
て
証
拠
評
価
を
先
取
る
こ
と
に
な
る
。
裁
判
所
を
拘
束
す
る
事
実
申
立
て
と
裁
判
官
の
自
由
な
評
価
に
服
す
る
証
拠
申
出
は
、
は
っ
き
り

区
別
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
③
そ
こ
で
こ
の 

、
第
一
に
、
被
告
Ｙ
の
会
話
の
相
手
Ａ
の
証
人
尋
問
の
利
用
可
能
性
（
証
拠
評
価
禁
止
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
ま
ず

Ｙ
の
人
格
権
侵
害
を
理
由
と
す
る
評
価
禁
止
の
考
え
方
で
は
な
く
、
裁
判
所
は
、
会
話
の
相
手
方
で
あ
る
証
人
Ａ
へ
の
尋
問
が
新
た
に
人
格
権

の
侵
害
に
な
る
か
、
侵
害
す
る
と
き
は
、
比
較
衡
量
に
よ
っ
て
Ｘ
の
名
誉
を
保
護
す
る
利
益
が
Ａ
の
人
格
権
の
利
益
に
凌
駕
す
る
か
否
か
を
検

討
す
べ
き
で
あ
る
。
右
事
案
で
は
Ａ
の
証
言
は
自
ら
の
会
話
内
容
で
は
な
く
、
Ｙ
の
そ
れ
を
対
象
と
す
る
点
で
、
人
格
権
の
新
た
な
侵
害
が
認

め
ら
れ
る
か
は
疑
問
で
あ
り
、
私
的
な
知
見
の
秘
密
保
持
は
証
言
拒
絶
権
に
よ
っ
て
守
ら
れ
る
。
対
立
利
益
は
同
順
位
で
あ
り
、
高
裁
は
Ａ
の

証
人
尋
問
を
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
第
二
に
、
事
実
申
立
て
の
評
価
禁
止
（Sachvortragsverw

ertungsverbot

                
             
）
に
つ
い
て
は
、
契
Ｙ
が
違
法
に
収
集
さ
れ
た
事
実
申
立
て
を

争
っ
た
場
合
、
Ｘ
は
証
拠
申
出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
違
法
収
集
証
拠
で
あ
れ
ば
、
Ｙ
は
証
拠
評
価
禁
止
原
則
に
よ
り
保
護
さ

（
　
）
５８説
は

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

七
（
　
　
　
）

七



れ
る
。
形
Ｙ
が
真
実
義
務
（
民
訴
法
一
三
八
条
一
項
）
に
従
っ
て
争
わ
な
か
っ
た
場
合
、
真
実
義
務
と
被
告
の
一
般
的
人
格
権
が
衝
突
す
る
。

そ
こ
で
訴
訟
上
の
真
実
義
務
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
限
界
線
は
期
待
可
能
性
と
信
義
則
に
お
か
れ
る
。
右
事
案
で
Ｙ
に
犯
罪
事
実
の
告

訴
は
期
待
で
き
ず
、
一
般
的
人
格
権
が
侵
害
さ
れ
る
質
問
に
は
嘘
を
つ
く
権
利
が
実
体
法
上
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
Ｙ
は
、
人
格
権
を
侵
害
す

る
事
実
申
立
て
に
は
、
真
実
義
務
に
従
っ
て
答
え
ず
に
む
し
ろ
争
い
、
原
告
に
利
用
で
き
る
証
拠
方
法
に
よ
っ
て
証
拠
申
出
を
す
る
よ
う
に
強

制
す
べ
き
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
右
事
案
の
よ
う
に
Ｙ
が
違
法
に
収
集
さ
れ
た
事
実
申
立
て
を
認
め
た
場
合
は
、
そ
れ
以
上
Ｙ
を
保
護
す
べ
き
理
由
は
な
い
。
Ｙ
は
、

裁
判
所
が
原
告
の
事
実
申
立
て
を
裁
判
の
基
礎
に
お
く
こ
と
に
同
意
し
た
の
で
あ
り
、
高
裁
が
Ｘ
の
事
実
申
立
て
を
評
価
し
な
か
っ
た
の
は
不

当
で
あ
る
。

　
準ⅳ
 

ツ
ェ
ラ
ー
の
コ
ン
メ
ン
タ
ー 

、
右
ハ
イ
ネ
マ
ン
説
を
引
用
し
て
、
当
事
者
の
一
方
が
、
可
罰
的
な
方
法
ま
た
は
人
格
権
を
侵
害
す
る

方
法
で
入
手
し
た
情
報
を
申
し
立
て
て
い
る
と
き
は
、
相
手
方
は
そ
れ
を
争
っ
て
よ
い
の
で
あ
る
、
さ
も
な
い
と
違
法
収
集
証
拠
理
論
が
機
能

を
果
た
せ
な
く
な
る
旨
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、
事
実
申
立
て
の
評
価
禁
止
と
い
う
見
方
に
は
納
得
で
き
な
と
す
る
見
解
も
あ 

　
思
う
に
、
事
実
申
立
て
の
評
価
禁
止
の
観
点
か
ら
の
こ
れ
ら
批
判
説
も
、
そ
の
根
拠
を
当
該
訴
訟
に
お
い
て
然
る
べ
く
有
す
る
証
拠
価
値
に

み
た
り
（
ヴ
ェ
レ
ン
ホ
ッ
フ
ァ
ー
説
）、
あ
る
い
は
弁
論
主
義
を
重
視
す
る
（
ハ
イ
ネ
マ
ン
説
）
な
ど
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
違
い
が
あ
る
が
、
確
か

に
ハ
イ
ネ
マ
ン
説
が
い
う
よ
う
に
、
事
実
申
立
て
の
評
価
禁
止
（
裁
判
所
は
「
採
り
上
げ
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
）
と
い
う
考
え
方
は
、

訴
訟
資
料
に
つ
い
て
の
弁
論
主
義
の
考
え
方
と
抵
触
す
る
と
い
う
指
摘
は
正
当
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
手
続
の
推
移
か
ら
み
る
と
、
違
法
収
集
証

拠
理
論
の
適
用
範
囲
は
、
本
来
、
当
事
者
の
証
拠
申
出
に
対
し
て
裁
判
所
が
証
拠
決
定
を
す
べ
き
段
階
で
あ
り
、
将
来
の
証
拠
調
べ
の
進
展
を

配
慮
し
て
す
で
に
事
実
申
立
て
の
段
階
か
ら
先
取
っ
て
そ
の
適
用
を
認
め
て
よ
い
と
い
う
の
は
そ
の
適
用
範
囲
を
逸
脱
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い

（
　
）
５９ル
が

（
　
）
６０る
。
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か
と
思
わ
れ
る
。
ベ
レ
ン
ホ
ッ
フ
ァ
ー
説
の
あ
げ
る
根
拠
論
に
よ
れ
ば
、
決
定
的
な
証
拠
は
常
に
は
ず
せ
な
い
と
い
う
結
論
に
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
で
よ
い
か
は
な
お
疑
問
が
残
る
。

　
他
方
で
、
判
例
が
違
法
収
集
証
拠
理
論
に
つ
い
て
折
衷
説
を
採
っ
て
い
る
点
を
考
え
る
と
、
右
判
旨
の
趣
旨
は
、
事
実
申
立
て
の
段
階
か
ら
、

基
本
法
で
保
障
さ
れ
た
人
格
権
の
侵
害
を
そ
の
侵
害
を
正
当
化
し
う
る
利
益
と
比
較
衡
量
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
批
判
説
が
い
う
よ
う
に
、
弁
論
主
義
の
原
則
に
た
つ
民
事
訴
訟
に
お
い
て
裁
判
所
が
事
実
申
立
て
の
段
階
か
ら
そ

う
し
た
審
査
を
安
易
に
す
る
こ
と
は
慎
重
を
要
す
る
に
し
て
も
、
訴
状
に
は
、
任
意
的
記
載
事
項
で
あ
る
が
、
請
求
を
基
礎
づ
け
る
事
実
お
よ

び
証
拠
方
法
が
記
載
さ
れ 

民
訴
法
二
五
三
条
四
項
。
日
本
法
で
は
民
訴
規
則
五
三
条
一
項
に
相
応
す
る
規
定
で
あ
ろ
う
）
点
も
考
え
る
と
、

右
判
旨
は
す
で
に
事
実
申
立
て
の
段
階
か
ら
そ
う
し
た
利
益
衡
量
を
行
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
で
き
る
よ
う
に

思
え
る
。
仮
に
こ
の
見
方
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
判
例
は
、
違
法
収
集
証
拠
理
論
も
含
め
て
、
よ
り
上
位
の
価
値
と
し
て
人
格
権
の
侵
害
を

監
視
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
に
た
っ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
視
点
に
よ
る
と
、
違
法
収
集
証
拠
理
論
も

そ
の
一
適
用
例
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
右
議
論
を
こ
れ
以
上
検
討
す
る
蓄
積
も
余
裕
も
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
批
判
説
に
従
う
と
、
本
件
の
解
決
方
法
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
連
邦
裁
〇
五
年
判
決
や
カ
ー
ル
ス
ル
ー
エ
高
裁
と
は
異
な
り
、
裁
判
所
は
、
被
告
の
同
意
な
く
実
施
さ
れ
た
否
認
原
告
の

訴
え
の
申
立
て
に
基
づ
き
本
案
手
続
を
開
始
す
べ
き
で
あ
る
が
、
被
告
は
そ
う
し
た
否
認
原
告
の
事
実
申
立
て
、
つ
ま
り
父
子
関
係
の
否
認
の

主
張
を
争
っ
て
よ
い
。
そ
こ
で
否
認
原
告
が
立
証
の
た
め
当
該
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
提
出
し
て
き
た
と
き
は
、
被
告
は
人
格
権
侵
害
を
理
由
と
す
る

証
拠
評
価
禁
止
理
論
に
よ
っ
て
当
該
証
拠
申
出
を
却
下
に
導
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
薗
　
Ａ
・
ス
テ
ィ
リ
ィ
ア
ニ
ィ
デ
ィ
ス
（A

.Stylianidis

 
             
）
は
、
子
ま
た
は
監
護
権
を
も
つ
母
の
同
意
な
く
行
わ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
は
、
父

（
　
）
６１る
（

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

九
（
　
　
　
）

九



子
関
係
否
認
訴
訟
に
お
い
て
証
拠
方
法
と
し
て
も
、
ま
た
事
実
申
立
て
と
し
て
も
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
裁
判
所
が
そ
れ
を
利
用
し
た

場
合
、
子
の
人
格
権
を
改
め
て
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る
と
解
す 

こ
の
説
は
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
証
拠
方
法
と
事
実
申
立
て
の
両
方
の
属
性
を

認
め
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
説
は
、
訴
訟
上
だ
け
で
な
く
訴
訟
外
で
も
そ
の
法
的
効
果
（
子
の
法
的
救
済
策
）
を
検
討
し
て
い

る
。

　
こ
の 

よ
る
と
、
準ⅰ
 

父
子
関
係
否
認
訴
訟
で
、
否
認
原
告
で
あ
る
父
は
、
自
分
が
子
の
父
で
は
な
い
こ
と
の
証
明
責
任
を
負
い
、
私
鑑
定

は
そ
の
た
め
の
証
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
証
拠
申
出
に
お
い
て
、
原
則
と
し
て
私
鑑
定
は
証
拠
方
法
と
し
て
訴
訟
に
提
出
さ
れ
る
が
、
そ
れ

は
、
鑑
定
（
民
訴
法
四
〇
二
条
）
で
は
な
く
、
書
証
（
民
訴
法
四
一
五
条
以
下
）
で
あ
る
。
裁
判
所
が
こ
の
鑑
定
を
利
用
す
る
に
は
子
ま
た
は

監
護
権
者
の
同
意
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
の
種
の
鑑
定
は
こ
の
要
件
を
満
た
し
て
い
な
い
。
仮
に
子
（
監
護
権
者
）
の
同
意
を
不
要
と
考
え
る

に
し
て
も
、
子
が
裁
判
所
に
鑑
定
の
申
立
て
を
す
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
書
証
の
証
拠
調
べ
を
中
止
し
、
そ
の
鑑
定
の
申
立
て
に
応
じ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
裁
判
所
は
当
事
者
の
証
拠
申
出
を
拒
否
し
て
は
な
ら
な
い
が
（
民
訴
法
二
八
六
条
、
基
本
法
一
〇
三
条
二
項
）、
そ
れ
を
拒
否

す
べ
き
手
続
法
ま
た
は
証
拠
法
上
の
理
由
が
あ
る
と
き
は
、
職
権
探
知
主
義
の
手
続
で
も
そ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
説
は
、
証
拠
申
出
の
却
下
基
準
と
し
て
刑
訴
法
二
四
四
条
三 

参
照
し
て
、
私
鑑
定
は
事
実
問
題
の
解
明
、
つ
ま
り
父
子
関
係
の
不

存
在
を
証
明
す
る
の
に
適
切
と
は
い
え
な
い
と
す
る
。
た
だ
し
、
不
適
切
を
理
由
と
す
る
却
下
は
例
外
的
な
場
合
に
限
る
べ
き
で
あ
る
。
否
認

原
告
の
生
物
学
的
な
父
子
関
係
は
、
父
子
鑑
定
が
検
査
を
受
け
る
者
の
同
一
性
を
確
認
し
て
い
る
場
合
に
の
み
証
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
秘
密

の
私
的
な
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
、
依
頼
者
か
ら
検
査
試
料
が
調
査
機
関
に
郵
送
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
子
の
同
意
書
が
な
い
と
き
は
、
依
頼
者
で
あ

る
夫
の
名
前
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
。
裁
判
官
は
そ
の
よ
う
な
鑑
定
に
基
づ
き
、
子
と
父
と
の
血
縁
関
係
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

の
点
に
つ
き
、
夫
は
他
人
の
試
料
の
解
析
に
関
心
は
な
く
、
試
料
の
確
実
性
は
保
障
さ
れ
て
い
る
と
の
反
論
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
説
得
力
を
欠

（
　
）
６２る
。

（
　
）
６３説
に

（
　
）
６４項
を

＜

論
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道
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）
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い
て
い
る
。
裁
判
所
は
、
確
実
性
に
接
し
た
蓋
然
性
を
も
っ
て
血
縁
関
係
の
存
否
を
認
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
心
証
の
程
度
か
ら
し
て
、

同
一
性
の
確
認
を
欠
く
私
鑑
定
は
証
拠
方
法
と
し
て
不
適
切
で
あ
る
（
事
実
上
の
理 

　
準ⅱ
 

子
の
遺
伝
子
試
料
が
、
違
法
な
方
法
で
取
得
し
利
用
さ
れ
て
い
る
。
①
Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
の
実
施
は
基
本
法
二
条
一
項
・
一
条
一
項
で
保
障
さ

れ
た
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
、
連
邦
デ
ー
タ
保
護
法
（B

D
SG

 
 
  

）
四
条
（
個
人
デ
ー
タ
の
調
査
・
加
工
・
利
用
の
適
法
性
）
お
よ
び
二
九

条
（
引
渡
し
を
目
的
と
し
た
業
務
上
の
デ
ー
タ
の
調
査
・
蓄
積
）、
子
の
一
般
的
人
格
権
に
違
反
し
て
い
る
。
証
拠
調
べ
が
不
適
法
な
場
合
、

証
拠
申
出
は
却
下
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
（
刑
訴
法
二
四
四
条
三
項
一
文
）、
そ
こ
で
は
証
拠
方
法
の
取
得
で
は
な
く
、
証
拠
調
べ
の
実
施

が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
基
本
法
は
司
法
を
直
接
に
拘
束
し
（
基
本
法
一
条
三
項
）、
法
治
国
家
は
手
続
形
成
の
義
務
を
負
う
。
法
治
国
家
原

理
と
基
本
法
二
条
一
項
（
他
人
の
権
利
の
不
可
侵
と
人
格
の
自
由
な
発
展
を
目
的
と
す
る
権
利
）
か
ら
裁
判
手
続
、
特
に
証
拠
法
の
要
請
が
導

か
れ
る
。
秘
密
の
父
子
鑑
定
の
利
用
は
、
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
（
基
本
法
二
条
一
項
・
一
条
一
項
）
に
再
び
違
反
す
る
。
証
拠
調
べ
の

際
の
利
益
衡
量
に
よ
っ
て
も
父
子
関
係
を
知
る
父
の
利
益
は
保
護
さ
れ
な
い
。
鑑
定
の
利
用
を
認
め
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
訴
え
は
直
ち
に
棄

却
さ
れ
ず
、
職
権
探
知
主
義
の
手
続
で
は
、
裁
判
所
は
新
た
な
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
実
施
を
命
ず
る
の
が
通
常
で
あ
り
、
子
の
情
報
に
関
す
る
自
己

決
定
権
（
基
本
法
二
条
一
項
・
一
条
一
項
）
の
侵
害
は
、
強
制
鑑
定
（
民
訴
法
三
七
二
条
ａ
）
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る
（
法
的
な
理 

　
準ⅲ
 

こ
の
説
に
よ
れ 

血
縁
関
係
を
争
う
否
認
原
告
は
、
証
拠
調
べ
の
必
要
を
生
じ
さ
せ
る
事
情
を
申
し
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま

り
父
子
関
係
の
不
存
在
を
思
わ
せ
る
具
体
的
な
手
掛
か
り
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
否
認
原
告
が
懐
胎
期
間
中
の
妻
の
不
貞
を
知
っ
て
、

そ
の
決
定
的
手
掛
か
り
と
な
る
事
実
を
主
張
し
て
お
れ
ば
、
そ
れ
で
足
り
る
。
否
認
原
告
が
父
子
関
係
を
否
定
す
る
私
鑑
定
を
指
示
し
て
い
る

場
合
、
そ
れ
は
事
実
申
立
て
と
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
手
続
要
請
は
、
判
決
発
見
や
証
拠
法
に
適
用
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
訴
訟
全
体
を
通
じ
て

裁
判
所
を
拘
束
す
る
と
の
考
え
方
に
た
っ
て
、
こ
の
説
は
、
違
法
に
収
集
さ
れ
た
証
拠
結
果
の
利
用
可
能
性
と
、
違
法
に
取
得
さ
れ
た
事
実
申

（
　
）
６５由
）。

（
　
）
６６由
）。

（
　
）
６７ば
、

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

一
一
（
　
　
　
）

一
一



立
て
を
基
礎
に
お
く
こ
と
に
決
定
的
違
い
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
証
拠
法
の
原
則
は
事
実
申
立
て
の
利
用
可
能
性
に
適
用
さ
れ
る
と
解
す
る
。

こ
の
際
に
第
一
事
件
の
ツ
ェ
レ
ェ
高
裁
が
参
照
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
否
認
原
告
は
違
法
に
収
集
さ
れ
た
私
鑑
定
を
証
拠
調
べ
の
実
施

を
求
め
る
事
情
と
し
て
引
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
裁
判
所
は
、
そ
の
よ
う
な
私
鑑
定
の
結
果
以
外
の
事
情
に
よ
っ
て
父
子
関
係
の
推
定

（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｃ
）
を
疑
問
に
思
う
と
き
の
み
、
否
認
原
告
の
血
縁
鑑
定
収
集
の
証
拠
申
出
に
応
じ
て
よ
い
。

　
準ⅳ
 

こ
の
説
は
、
文
献
上
は
少
数
説
と
思
わ
れ
る
が
、
訴
え
の
有
理
性
問
題
で
は
判
例
の
詳
細
説
に
く
み
す 

最
初
の
疑
い
は
、
血
縁
関
係

の
不
存
在
の
証
明
ま
で
必
要
な
く
、
子
と
他
男
と
の
血
縁
関
係
の
可
能
性
が
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
こ
と
も
な
い
こ
と
を
示
せ
ば
足
り
る
。
否

認
原
告
が
、
母
の
多
数
関
係
を
示
唆
す
る
証
言
を
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
基
礎
づ
け
ら
れ
る
、
当
該
人
物
の
試
料
に
よ
っ
て
鑑
定
を
行
う
旨
申

し
立
て
て
お
れ
ば
、
そ
れ
で
足
り
る
と
解
す 

　
準ⅴ
 

な
お
訴
訟
外
の
領
域
に
つ
い
て
、
こ
の
説
に
よ
る
と
、
調
査
機
関
は
、
調
査
機
関
に
よ
る
個
人
デ
ー
タ
の
保
護
法
益
規
定
で
あ
る
連
邦
デ
ー

タ
保
護
法
一
四
条
一
項
（
デ
ー
タ
の
蓄
積
・
加
工
・
利
用
）
お
よ
び
同
法
二
九
条
（
引
渡
し
を
目
的
と
し
た
業
務
上
の
デ
ー
タ
の
調
査
・
蓄
積
）

と
と
も 

民
法
八
二
三
条
二
項
（
他
人
の
保
護
を
目
的
と
す
る
法
律
に
違
反
し
た
者
が
負
う
べ
き
損
害
賠
償
義
務
）
の
適
用
を
受
け
る
と
解

す 　
遠
　
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
（S.B

.Reichenbach

    
   
          

裁
判
官
の
肩
書
）
も
、
本
件
連
邦
裁
〇
五
年
判
決
に
つ
い
て
の
論
考
の
冒
頭
で
、
こ
れ
を
、
違

法
に
収
集
さ
れ
た
証
拠
方
法
の
利
用
可
能
性
の
問
題
で
は
な
く
、
違
法
に
収
集
さ
れ
た
情
報
な
い
し
事
実
申
立
て
の
利
用
可
能
性
の
問
題
で
あ

る
、
た
と
え
ば
盗
聴
装
置
、
電
話
の
盗
聴
、
ビ
デ
オ
監
視
な
ど
人
の
人
格
領
域
に
触
れ
る
よ
う
な
方
法
で
情
報
が
収
集
さ
れ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る

と
指
摘
す 

　
こ
の
説
に
よ
る
と
、
準ⅰ
 

父
子
関
係
の
否
認
の
訴
え
（
民
法
一
五
九
九
条
）
は
、
原
告
か
ら
血
縁
関
係
の
不
存
在
と
い
う
申
立
て
が
あ
れ
ば
訴

（
　
）
６８る
。

（
　
）
６９る
。

（
　
）
７０に
、

（
　
）
７１る
。

（
　
）
７２る
。

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
一
号 

一
二
（
　
　
　
）

一
二



訟
物
の
特
定
と
し
て
は
十
分
で
あ
り
、
裁
判
所
は
直
ち
に
証
拠
調
べ
を
し
て
よ
い
は
ず
な
の
に
、
連
邦
裁
一
九
九
八
年
判
決
が
訴
え
の
有
理
性

に
つ
き
詳
細
説
を
採
用
し
た
こ
と
が
問
題
の
直
接
の
原
因
で
あ
る
と
し
て
、
詳
細
説
を
批
判
す
る
。
裁
判
所
は
裁
判
に
当
た
り
当
事
者
の
重
要

な
事
実
申
立
て
を
し
ん
酌
す
べ
き
義
務
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
当
事
者
の
法
的
審
尋
を
受
け
る
権
利
（
基
本
法
一
〇
三
条
一
項
）、
ひ
い
て
は
司

法
行
為
請
求
権
か
ら
導
か
れ
る
。
準ⅱ
 

違
法
に
収
集
さ
れ
た
事
実
申
立
て
の
利
用
可
能
性
の
問
題
は
民
事
訴
訟
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
解
答
は
民

訴
法
か
ら
導
く
べ
き
で
あ
る
が
、
民
訴
法
に
禁
止
規
定
は
な
い
。
証
拠
方
法
の
禁
止
問
題
（
違
法
収
集
証
拠
）
で
は
信
義
則
説
が
成
功
し
て
い

る
が
、
信
義
則
は
特
別
な
規
定
が
な
い
場
合
に
の
み
依
拠
し
う
る
補
充
的
意
義
し
か
も
た
な
い
。
こ
の
説
は
、
連
邦
裁
が
違
法
収
集
証
拠
の
問

題
と
同
様
に
こ
こ
で
も
一
般
的
人
格
権
（
基
本
法
一
条
一
項
・
二
条
一
項
）
に
依
拠
し
て
い
る
点
を
批
判
し
て
、
裁
判
官
は
基
本
法
の
み
な
ら

ず
、
単
行
法
（einfaches

G
esesetz

           
       
）
に
も
拘
束
さ
れ
、
憲
法
の
拘
束
は
第
一
次
的
に
は
単
行
法
の
仲
介
に
よ
る
、
む
し
ろ
効
力
順
位
と
異
な

り
、
適
用
順
位
に
つ
い
て
は
単
行
法
が
優
先
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
利
用
禁
止
の
根
拠
は
、
基
本
法
で
は
な
く
、
民
事
法

上
の
差
止
請
求
権
に
お
く
べ
き
で
あ
る
と
解
す
る
。

　
準ⅲ
 

本
件
の
問
題
は
、
裁
判
所
の
高
権
行
為
の
効
果
で
は
な
く
、
相
手
方
当
事
者
の
法
領
域
（
人
格
権
）
へ
の
侵
害
で
あ
り
、
対
立
当
事
者
の

私
的
自
治
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
侵
害
行
為
は
私
法
の
差
止
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
服
す
る
。
そ
の
場
合
に
、
不
法
行
為
の
規
定
（
民
法

八
一
三
条
以
下
）
を
補
充
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
他
の
権
利
・
利
益
の
侵
害
に
対
す
る
一
般
的
な
消
極
的
権
利
保
護
（actio

quasinegatoria

                     
）

が
情
報
の
利
用
禁
止
の
単
行
法
上
の
根
拠
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
情
報
の
入
手
行
為
と
利
用
行
為
の
う
ち
、
情
報
の
利
用
、
つ
ま
り
訴
訟
上
の

当
該
事
実
の
利
用
行
為
を
連
結
点
と
み
る
。
そ
こ
で
こ
の
説
は
、
侵
害
さ
れ
た
相
手
方
当
事
者
の
防
御
要
求
の
根
拠
は
、
ド
イ
ツ
民
法
一
〇
〇

四
条
一
項
に
よ
る
所
有
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求 

項
に
よ
る
差
止
請
求
権
で
は
な
く
─
で
あ
る
と
解
す
る
。
当
事
者
は
こ
れ
に
よ
り

秘
密
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
解
析
と
い
う
違
法
に
取
得
さ
れ
た
情
報
の
利
用
を
阻
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
主
張
責
任
の
あ
る
当
事
者
は
そ
の
援
助
を
得

（
　
）
７３権
─
二

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

一
三
（
　
　
　
）

一
三



て
申
立
て
を
具
体
化
し
、
要
求
を
有
理
性
あ
る
も
の
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
基
準
時
は
、
口
頭
弁
論
の
終
結
時
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
否
認
訴
訟
で
訴
え
ら
れ
た
被
告
は
、
抗
弁
と
い
う
方
法
で
原
告
の
事
実
申
立
て
の
不
適
法
を
主
張
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
り
、
別
訴
や
仮
の

権
利
保
護
に
よ
っ
て
主
張
す
る
必
要
は
な 

　
こ
の
説
は
、
違
法
に
収
集
し
た
情
報
ま
た
は
違
法
に
取
得
し
た
事
実
の
申
立
て
を
訴
訟
上
利
用
す
る
行
為
を
私
的
自
治
へ
の
侵
害
行
為
と
し

て
、
否
認
原
告
の
請
求
に
対
す
る
被
告
か
ら
の
抗
弁
構
成
に
よ
る
所
有
権
に
基
づ
く
妨
害
排
除
請
求
権
（A

bw
ehranspruch

 
  
           

民
法
一
〇
〇
四

条
一
項
）
の
主
張
を
考
え
て
い
る
点 

も
っ
ぱ
ら
訴
訟
法
的
観
点
か
ら
否
認
原
告
の
訴
訟
行
為
を
制
限
し
よ
う
と
考
え
る
前
掲
学
説
と
基
本

的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
違
い
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
説
は
、
子
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
と
父
子
関
係
の
存
否
を
知
る
父
の
権
利
は

同
順
位
で
対
立
し
て
い
る
と
み
て
、
そ
の
判
断
の
た
め
に
は
す
べ
て
の
重
要
な
事
情
を
比
較
衡
量
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
子
の
年
齢
や
精
神
状
態
、
子
と
父
の
社
会
的
な
結
び
つ
き
の
態
様
や
そ
の
強
度
、
血
縁
関
係
に
関
す
る
争
い
の
財
産
法
的
な
背
景
な
ど
で

あ 　
こ
の
説
に
対
す
る
ド
イ
ツ
法
の
議
論
に
つ
い
て
は
検
討
で
き
て
い
な
い 

ひ
と
つ
疑
問
を
呈
す
る
と
、
こ
の
説
は
父
が
取
得
し
た
鑑
定
試

料
は
子
の
所
有
に
属
す
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
本
件
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
用
い
ら
れ
た
鑑
定
試
料
で
あ
る
子
の

噛
ん
だ
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
（
第
一
事
件
）
や
子
の
頭
皮
か
ら
抜
け
落
ち
た
毛
髪
（
第
二
事
件
）
が
、
依
然
と
し
て
子
の
所
有
物
と
い
え
る
だ
ろ

う
か
。
確
か
に
、
頭
皮
か
ら
無
理
や
り
抜
い
た
毛
髪
に
つ
い
て
は
な
お
子
の
所
有
権
が
認
め
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
本
件
の
よ
う
な
鑑
定

試
料
に
つ
い
て
は
、
所
有
権
の
放
棄
が
あ
っ
た
、
ま
た
は
無
主
物
に
な
っ
た
と
み
て
、
子
の
所
有
権
を
否
定
す
る
見 

み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

筆
者
も
こ
れ
に
は
同
感
で
あ
り
、
そ
う
す
る
と
所
有
権
を
基
礎
に
し
た
理
論
構
成
は
必
ず
し
も
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
に
適
用
で
き
る
と
は
い
え
な

（
　
）
７４い
。

（
　
）
７５で
、

（
　
）
７６る
。

（
　
）
７７が
、

（
　
）
７８解
が

＜
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修
道
法
学
　
三
三
巻
　
一
号 

一
四
（
　
　
　
）

一
四



い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

４
　
小
　
　
括

　
１
　
本
件
連
邦
裁
〇
五
年
判
決
に
よ
る
と
、
①
父
子
関
係
否
認
訴
訟
に
お
い
て
は
、
連
邦
裁
判
例
（
九
八
年
判
決
、
〇
三
年
判
決
）
の
採
用

す
る
訴
え
の
有
理
性
に
つ
い
て
の
詳
細
説
に
従
っ
て
、
否
認
原
告
は
「
最
初
の
疑
い
」
を
示
す
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
秘
密
に
実
施
・
収
集

さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
、
証
拠
方
法
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
当
事
者
の
申
立
て
と
し
て
も
利
用
で
き
な
い
。
②
そ
う
し
た
鑑
定
は
、
情
報
に
関

す
る
自
己
決
定
権
の
形
で
現
れ
る
被
告
・
子
の
人
格
権
（
基
本
法
一
条
一
項
、
二
条
一
項
）
を
侵
害
し
て
お
り
、
否
認
手
続
に
お
い
て
子
ま
た

は
法
定
代
理
人
の
意
思
に
反
し
て
、
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
有
理
性
審
査
の
た
め
の
そ
の
利
用
は
、
子
の
人
格
権
お
よ
び
情
報
に
関
す

る
自
己
決
定
権
に
対
す
る
新
た
な
違
反
に
な
る
。
連
邦
裁
判
例
は
、
違
法
収
集
証
拠
に
関
す
る
折
衷
説
を
こ
の
問
題
に
お
い
て
も
適
用
し
て
、

人
格
権
侵
害
を
理
由
に
秘
密
に
実
施
・
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
訴
訟
上
利
用
で
き
な
い
と
の
考
え
方
に
た
つ
。

　
２
　
つ
づ
い
て
連
邦
憲
法
裁
〇
七
年
判
決
は
、
血
縁
関
係
を
解
明
す
る
た
め
の
新
た
な
手
続
を
創
設
す
る
よ
う
に
立
法
者
に
要
求
す
る
一
方

で
、
右
連
邦
裁
〇
五
年
の
右
判
旨
は
正
当
で
あ
る
と
判
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
学
説
は
、
基
本
的
に
は
、
子
の
福
祉
を
重
視
す
る
か
、
そ

れ
と
も
真
実
の
血
縁
関
係
を
知
る
父
の
権
利
を
重
視
す
る
か
で
、
連
邦
裁
判
例
に
対
す
る
評
価
は
分
か
れ
て
い
る
。

　
違
法
収
集
証
拠
理
論
の
射
程
を
父
子
関
係
否
認
訴
訟
の
当
事
者
の
事
実
申
立
て
に
ま
で
及
ぼ
す
か
否
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
連
邦
裁
〇

五
年
判
決
は
そ
れ
を
肯
定
し
て
い
る
が
、
学
説
の
一
部
で
は
批
判
的
な
見
解
が
み
ら
れ
る
。
批
判
説
は
、
問
題
を
な
お
違
法
収
集
証
拠
理
論
の

枠
内
で
考
慮
す
る
方
向
（
ハ
イ
ネ
マ
ン
説
）、
血
縁
関
係
の
解
明
と
い
う
こ
の
種
の
訴
訟
で
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
が
も
つ
特
性
を
重
視
し
て
、
そ
の
よ

う
な
私
鑑
定
も
許
容
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
説
（
ヴ
レ
ン
ホ
ッ
フ
ァ
ー
説
）、
民
法
上
の
妨
害
排
除
請
求
権
に
基
づ
く
抗
弁
構
成
を
考
え
る
説

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

一
五
（
　
　
　
）

一
五



（
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
説
）
な
ど
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
連
邦
裁
判
例
の
と
る
、
有
理
性
審
査
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
詳
細
説
に

対
し
て
、
学
説
の
批
判
は
多
い
。
詳
細
説
に
よ
る
否
認
訴
訟
の
壁
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
、
否
認
原
告
は
秘
密
に
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
収
集
せ
ざ

る
を
得
な
い
の
で
あ
る
、
と
。

　
３
　
と
こ
ろ
で
本
稿
は
、
筆
者
の
後
述
し
た
よ
う
な
事
情
に
よ
り
し
ば
ら
く
執
筆
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
が
、
そ
の
間
に
ド
イ
ツ
の
立

法
者
は
、「
大
家
庭
裁
判
所
（G

roße
Fam
iliengericht

 
        
            
）」
の
設
置
構
想
と
い
う
標
語
か
ら
も
う
か
が
え
る
が
、
本
稿
の
テ
ー
マ
も
含
め
て
家

族
法
の
分
野
で
注
目
す
べ
き
大
き
な
法
改
革
を
行
っ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
、
い
ま
そ
れ
ら
の
法
改
革
全
体
を
鳥
瞰
す
る
だ
け
の
能
力
も
準
備

も
な
い
が
、
本
稿
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
重
要
な
改
革
点
に
つ
い
て
、
筆
者
が
理
解
で
き
た
範
囲
で
若
干
に
補
充
し
て
お
き
た
い
と
思 

　
①
第
一
に
、
上
述
し
た
よ
う
に
連
邦
憲
法
裁
〇
七
年
判
決
が
立
法
者
に
二
〇
〇
八
年
三
月
三
一
日
ま
で
の
期
限
を
定
め
て
、
子
と
の
血
縁
関

係
を
知
る
父
の
権
利
を
具
体
的
に
実
現
す
る
た
め
の
手
続
を
設
け
る
よ
う
に
要
求
し
て
い
た
が
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
立
法
者
は
、
法
律
上
の
父

子
関
係
を
切
断
す
る
法
的
効
果
を
生
ず
る
父
子
関
係
の
否
認
訴
訟
手
続
（
民
法
一
五
九
九
条
か
ら
一
六
〇
〇
条
ｃ
ま
で
、
民
訴
法
旧
六
四
〇
条

二
項
四
号
）
と
は
別
に
、
も
っ
ぱ
ら
子
と
の
血
縁
関
係
を
解
明
す
る
た
め
の
手
続
規
定
（
民
法
一
五
九
八
条
ａ
）
を
民
法
中
に
新
し
く
定
め
た

（B
G
B
lI
2008,S.441ff.

 
 
 
                    
二
〇
〇
八
年
四
月
一
日
施
行
）。
②
第
二
に
、
立
法
者
は
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
民
間
機
関
に
よ
る
秘
密
の
（
同
意
の

な
い
）
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
が
業
務
と
し
て
盛
行
し
て
い
る
近
時
の
状
況
に
対
処
す
る
た
め
、
遺
伝
子
に
よ
る
血
縁
検
査
の
実
施
に
当
っ
て
子
ま
た
は

そ
の
代
理
人
の
同
意
を
必
要
と
し
、
そ
れ
に
違
反
し
て
検
査
を
実
施
し
た
者
（
民
間
機
関
を
含
む
）
に
対
し
て
は
刑
事
罰
を
科
す
と
い
う
内
容

の
二
〇
〇
九
年
七
月
三
一
日
の
「
人
間
の
遺
伝
子
検
査
に
関
す
る
法
律
（
い
わ
ゆ
る
遺
伝
子
診
断
法
（G

endiagnostikgesetz-G
enD
G

 
                    
   
 

）B
G
B
l

 
 
 
  

I
2009,S.2529ff.

                   
二
〇
一
〇
年
二
月
一
日
施
行
）」
を
制
定
し
た
。
③
以
上
の
法
改
革
が
本
稿
の
テ
ー
マ
と
直
接
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
の

に
対
し
、
第
三
の
法
改
革
は
親
子
の
血
縁
問
題
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
家
事
事
件
全
般
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
立
法
者
は
、
民
事
訴
訟

（
　
）
７９う
。

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
一
号 

一
六
（
　
　
　
）

一
六



法
第
六
編
の
「
家
庭
事
件
の
手
続
」
に
関
す
る
規
定
（
六
〇
六
条
か
ら
六
六
一
条
ま
で
）
を
全
面
的
に
削
除
す
る
と
と
も
に
、
一
八
九
八
年
五

月
一
七
日
の
非
訟
事
件
手
続
法
（RG

B
1,S.189.

 
 
 
           
一
九
〇
〇
年
一
月
一
日
施
行
）
を
全
面
的
に
改
正
し
て
現
代
化
し
た
単
独
の
法
典
と
し
て
ま

と
め
た
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
一
七
日
の
「
家
庭
事
件
お
よ
び
非
訟
事
件
の
手
続
に
関
す
る
法
律
（G

esetz
über

das
V
erfahren

in
Fam
ili

 
                
               
   -  

ensachen
und
in
den
A
ngelegenheiten

                     
               der

freiw
illigen

G
erichtsbarkeit.

         
         
                
そ
の
略
称
と
し
て
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
（FG

G
-

  
 
  

Reform
gesetz

 
     
      
）,B

G
B
lI
2008,S.2586ff.

    
 
 
                     
二
〇
〇
九
年
九
月
一
日
施
行
」
を
制
定
し
た
。
こ
の
い
わ
ゆ
る
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
は
長

年
の
要
請
で
あ
る
「
大
家
庭
裁
判
所
」
構
想
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
評
さ
れ
て
い 

こ
れ
に
よ
り
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
父
子
関

係
の
否
認
訴
訟
（
民
法
一
五
九
九
条
か
ら
一
六
〇
〇
条
ｃ
）
も
、
い
ま
や
そ
の
呼
称
は
「
父
子
関
係
の
否
認
手
続
」
と
変
更
さ
れ
、
右
家
庭
非

訟
事
件
手
続
改
革
法
の
規
定
（
一
六
九
条
か
ら
一
八
五
条
ま
で
、
お
よ
び
一
条
以
下
の
総
則
規
定
）
が
適
用
さ
れ
る
事
件
と
し
て
改
正
さ
れ
て

い
る
。
訴
訟
事
件
の
非
訟
化
と
い
え
よ
う
。

　
苑
　
連
邦
憲
法
裁
二
〇
〇
七
年
判
決
に
よ
る
違
憲
判
決
（
修
道
三
〇
巻
二
号
二
六
七
頁
以
下
参
照
）
を
受
け
て
、
立
法
者
は
、
二
〇
〇
八
年

三
月
二
六
日
の
「
父
子
関
係
否
認
手
続
と
独
立
し
た
父
子
関
係
の
解
明
に
つ
い
て
の
法
律
（G

esetzes
zur
K
lärung

der
Vaterschaft

 
             
            
           

unabhängig
vom

A
nfechtungsverfahren
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）
に
よ
っ
て
、
生
物
学
上
の
父
子
関
係
を
解
明
す
る
た
め
の
新
し

い
手
続
に
関
す
る
規
定
（
民
法
一
五
九
八
条
ａ
）
を
導
入
し
た
（
二
〇
〇
八
年
四
月
一
日
よ
り
施
行
）。
連
邦
憲
法
裁
〇
七
年
判
決
は
、
秘
密

に
収
集
し
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
を
禁
じ
た
連
邦
裁
〇
五
年
判
決
を
維
持
し
た
が
、
基
本
法
二
条
一
項
（
人
格
の
自
由
な
発
展
を
求

め
る
権
利
）・
一
条
一
項
（
人
間
の
尊
厳
の
保
護
）
は
、
一
般
的
人
格
権
の
形
成
物
と
し
て
、
夫
に
つ
い
て
、
法
律
上
の
子
と
の
血
縁
関
係
を

知
る
権
利
だ
け
で
な
く
、
知
る
権
利
を
実
現
す
る
権
利
も
保
障
し
て
お
り
、
法
律
上
の
父
と
子
と
の
血
縁
関
係
を
確
認
す
る
た
め
の
法
的
規
制

を
し
て
い
な
い
点
で
、
憲
法
違
反
が
あ
る
と
判
示
し
、
訴
訟
上
、
血
縁
関
係
を
解
明
し
確
認
す
る
た
め
の
手
続
を
二
〇
〇
八
年
三
月
三
一
日
ま

（
　
）
８０る
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

一
七
（
　
　
　
）

一
七



で
に
定
め
る
よ
う
に
立
法
者
に
命
じ
て
い 

　
新
設
さ
れ
た
民
法
一
五
九
八
条
ａ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
条
文
で
あ
る
。
第
一
項
に
よ
る
と
、
子
の
生
物
学
的
な
父
子
関
係
を
解
明
す
る
た
め
に
、

父
は
母
と
子
に
対
し
、
母
は
父
と
子
に
対
し
、
子
は
両
親
に
対
し
、
そ
れ
ぞ
れ
、
遺
伝
子
に
よ
る
血
縁
関
係
の
検
査
に
同
意
し
、
か
つ
、
検
査

に
要
す
る
遺
伝
子
試
料
の
採
取
に
従
う
よ
う
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
文
）。
こ
の
試
料
採
取
は
、
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
学
問
上
の

原
則
に
則
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
文
）。

　
こ
れ
に
対
し
、
右
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
の
手
続
に
つ
い
て
は
第
二
項
が
規
定
し
て
お
り
、
解
明
権
限
を
有
す
る
者
（
第
一
項
に
列
挙
さ

れ
た
父
・
子
・
母
）
の
申
立
て
に
基
づ
き
、
家
庭
裁
判
所
は
、
そ
の
同
意
が
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
代
え
て
、
試
料
採
取
に
服
す
る
よ
う
に
命

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
項
）。

　
第
三
項
は
未
成
年
の
子
を
保
護
す
る
規
定
で
あ
り
、
生
物
学
上
の
血
縁
関
係
の
解
明
が
、
未
成
年
の
子
の
幸
福
を
重
大
に
侵
害
す
る
お
そ
れ

が
あ
り
、
解
明
権
限
を
有
す
る
者
の
要
求
を
考
慮
し
て
も
、
そ
れ
が
子
に
と
っ
て
要
求
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
裁
判
所
は
右
手
続
を

中
止
す
る
も
の
と
す
る
（
三
項
）。

　
第
四
項
に
よ
る
と
、
遺
伝
子
に
よ
る
血
縁
検
査
に
同
意
し
、
か
つ
遺
伝
子
試
料
を
提
供
し
た
者
は
、
血
縁
検
査
を
実
施
し
た
解
明
権
限
を
有

す
る
者
に
対
し
、
血
縁
鑑
定
の
閲
覧
ま
た
は
そ
の
コ
ピ
ー
の
交
付
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
四
項
一
文
）。
こ
の
請
求
権
か
ら
の
争
い
に

つ
い
て
は
、
家
庭
裁
判
所
が
裁
判
す
る
（
同
項
二
文
）。

　
準ⅰ
 

連
邦
政
府
の
立
法
理
由
書
（
二
〇
〇
七
年
七
月
一
一
日
）
に
よ
る
と
、
立
法
者
は
、
法
改
正
の
動
機
と
規
定
の
対
象
に
つ
い
て
つ
ぎ
の
よ

う
に
述
べ
て
い 

①
人
ゲ
ノ
ム
（
人
間
の
遺
伝
子
）
の
解
読
に
よ
っ
て
、
遺
伝
子
に
よ
る
血
縁
検
査
の
枠
内
で
子
の
血
縁
関
係
を
迅
速
か
つ

確
実
に
解
明
す
る
こ
と
が
今
日
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
現
代
の
遺
伝
子
学
の
技
術
的
可
能
性
は
民
間
の
研
究
機
関
で
利
用
さ
れ
る
こ
と
が
多
く

（
　
）
８１た
。

（
　
）
８２る
。
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な
り
、
一
部
で
は
遺
伝
子
学
に
よ
る
血
縁
関
係
テ
ス
ト
（
父
子
関
係
テ
ス
ト
）
の
実
施
が
公
に
宣
伝
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
父
子
関
係
テ
ス

ト
の
依
頼
者
は
た
い
て
い
父
子
関
係
に
疑
問
を
抱
い
た
父
で
あ
り
、
子
の
父
の
解
明
を
望
む
母
か
ら
の
検
査
依
頼
は
少
な
い
。
遺
伝
子
検
査
の

た
め
に
は
微
量
の
身
体
物
質
（
た
と
え
ば
、
毛
髪
や
だ
液
）
で
十
分
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
容
易
か
つ
秘
密
に
入
手
で
き
る
た
め
、
遺
伝
子
に
よ

る
血
縁
検
査
は
し
ば
し
ば
当
該
人
物
の
知
ら
な
い
間
に
、
そ
の
同
意
な
く
行
わ
れ
て
い
る
。
②
立
法
者
は
二
件
の
連
邦
裁
〇
五
年
判
決
と
連
邦

憲
法
裁
〇
七
年
判
決
を
あ
げ
て
、
現
在
の
法
律
状
態
は
現
代
の
遺
伝
子
学
の
可
能
性
を
十
分
に
考
慮
し
た
も
の
で
は
な
く
、
父
が
子
の
生
物
学

的
由
来
に
疑
問
を
も
っ
た
場
合
に
、
子
や
母
の
意
思
に
反
し
て
、
父
子
関
係
の
否
認
手
続
に
よ
り
血
縁
問
題
を
解
明
す
る
以
外
に
な
い
が
、
そ

れ
に
よ
り
争
い
は
激
化
し
、
家
庭
の
社
会
的
な
き
ず
な
は
危
殆
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
当
該
基
本
権
、
特
に
血
縁
関
係
を
知
る
権
利
と

情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
を
適
切
に
調
整
す
る
た
め
に
、
否
認
権
限
を
有
す
る
者
（
父
、
母
、
子
）
が
、
既
存
の
否
認
手
続
と
関
係
な
く
、

血
縁
関
係
を
解
明
す
る
た
め
の
法
律
上
の
可
能
性
を
取
得
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
連
邦
憲
法
裁
〇
七
年
判
決
の
立
法
者
に
対
す
る
提
案
を

考
慮
し
た
も
の
で
あ
り
、
提
出
し
た
法
規
制
は
、
家
庭
や
社
会
で
の
対
話
を
促
し
、
家
庭
内
の
社
会
的
な
結
束
を
保
護
し
、
裁
判
所
の
介
入
を

で
き
る
だ
け
回
避
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
準ⅱ
 

立
法
者
は
そ
れ
に
つ
づ
け
て
、
現
行
法
の
状
況
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
①
血
縁
関
係
と
い
う
概
念
は
、
二
人
の
人
間
の
遺
伝

子
関
係
を
結
合
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
法
律
は
、
子
が
、
生
物
学
上
の
由
来
と
無
関
係
に
、
法
的
意
味
で
の
母
な
い
し
父
に
帰
属
す
る
と
の

規
定
を
お
い
て
い
る
。
身
分
関
係
を
明
確
に
す
る
狙
い
で
あ
り
、
特
に
父
子
関
係
に
関
す
る
争
い
は
許
可
さ
れ
た
身
分
手
続
に
限
定
す
る
と
い

う
趣
旨
で
あ
る
（
権
利
行
使
の
制
限
）。
民
法
一
五
九
二
条
に
よ
る
と
、
法
律
的
意
味
で
の
父
と
は
、
第
一
に
、
出
生
時
に
子
の
母
と
婚
姻
を

締
結
し
て
い
た
男
（
夫
）（
一
号
）、
第
二
に
、
子
の
母
の
同
意
を
得
て
、
父
子
関
係
を
認
知
し
た
男
（
二
号
）、
第
三
に
、
裁
判
手
続
で
父
子

関
係
を
確
認
さ
れ
た
男
（
三
号
）
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
、
通
常
の
場
合
に
は
、
子
と
の
生
物
学
的
な
父
子
関
係
を
有
す
る
男
が
、
法
律
上
の

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

一
九
（
　
　
　
）

一
九



父
で
あ
る
と
い
う
基
準
に
基
づ
い
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
個
別
的
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
、
特
に
婚
姻
中
の
出
生
ま
た
は
認
知
に
基
づ
く
場
合
に
、

法
律
上
の
父
子
関
係
が
生
物
学
上
の
そ
れ
と
異
な
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
こ
の
点
、
親
子
関
係
改
革
法
（
一
九
九
八
年
）
に
お
い
て
も
、
婚
姻

中
の
出
生
に
基
づ
く
帰
属
を
放
棄
す
る
こ
と
は
意
識
的
に
行
わ
れ
て
い
な
い
。
②
立
法
者
は
、
秘
密
の
血
縁
検
査
の
適
法
性
に
つ
い
て
従
来
、

明
示
的
な
規
制
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
述
べ
て
、
連
邦
憲
法
裁
〇
七
年
判
決
お
よ
び
連
邦
裁
〇
五
年
判
決
を
引
用
し
、
法
律
上
の
父
が
子
と
の

血
縁
関
係
の
疑
い
を
遺
伝
子
に
よ
る
血
縁
検
査
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
は
、
子
な
い
し
法
定
代
理
人
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
同
意
が
得
ら
れ
な
い
場
合
、
父
に
は
法
律
上
の
否
認
手
続
に
よ
っ
て
疑
念
を
解
明
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い
。
し
か
し
、

否
認
の
訴
え
は
、
法
律
上
の
父
子
関
係
を
切
断
す
る
と
い
う
法
効
果
を
伴
っ
て
提
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
判
例
は
で
ま
か
せ
の
濫
用
的
否
認
を
防
止
す
る
た
め
、
訴
え
の
有
理
性
審
査
の
枠
内
で
原
告
の
陳
述
責
任
に
一
定
の
要
件
を
お
き
、

い
わ
ゆ
る
詳
細
説
を
と
っ
て
い
る
。
③
立
法
者
は
、
現
行
の
否
認
手
続
は
、
合
法
的
手
続
の
な
か
で
子
と
の
血
縁
関
係
を
解
明
し
た
い
と
の
要

請
を
合
憲
的
に
考
慮
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
要
請
を
超
え
て
、
多
く
の
ケ
ー
ス
で
関
係
者
の
利
益
や
父
の
権
利
保
護
に
応
じ
て
い
な
い
。
ま
た
同

手
続
は
家
庭
の
争
い
を
悪
化
さ
せ
、
父
子
関
係
問
題
を
単
に
知
り
た
い
だ
け
で
、
法
的
な
問
題
に
す
る
つ
も
り
の
な
い
父
に
対
し
、
有
意
義
な

解
決
策
を
提
供
し
て
い
な
い
。
現
在
の
学
識
に
よ
る
と
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
八
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
ケ
ー
ス
で
、
圧
倒
的
な
レ
ヴ
ェ
ル
で
父
子

関
係
を
確
認
で
き
る
。
イ
ギ
リ
ス
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
法
律
上
の
父
と
血
縁
関
係
が
異
な
る
子
の
割
合
は
三
・
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
数
値
が
き
わ
め
て
低
い
の
は
、
検
査
が
血
縁
関
係
の
疑
い
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
別
の
理
由
で
実
施
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
テ
ス
ト
結

果
も
考
慮
し
た
た
め
で
あ
る
が
、
生
物
学
上
の
父
子
関
係
へ
の
疑
い
は
ほ
と
ん
ど
確
認
さ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
家
族
に
負
担
と
な
る
否
認
手

続
と
は
別
途
に
、
そ
の
疑
い
を
排
除
す
る
の
が
有
意
義
で
あ
る
。
否
認
法
は
二
年
の
否
認
期
間
と
訴
え
の
有
理
性
に
つ
い
て
要
件
を
お
い
て
い

る
が
、
父
子
関
係
の
解
明
だ
け
の
た
め
の
手
続
で
は
そ
れ
ら
は
不
要
で
あ
っ
て
、（
仮
に
必
要
と
す
る
と
）
憲
法
上
保
護
さ
れ
た
利
益
に
適
う

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
一
号 

二
〇
（
　
　
　
）

二
〇



も
の
で
は
な
い
。

　
準ⅲ
 

立
法
者
は
こ
こ
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
の
法
制
の
比
較
を
し
て
い
る
。
①
遺
伝
子
に
よ
る
血
縁
検
査
の
実
施
は
多
く
の
国
々
で
問
題
を
生
じ

さ
せ
て
お
り
、
そ
の
法
規
制
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
基
本
問
題
に
関
し
て
は
お
お
む
ね
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
認
め
ら
れ
る
。
大
多
数
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
国
で
は
、
秘
密
の
父
子
関
係
テ
ス
ト
を
禁
止
し
て
い
る
。
多
く
の
国
々
は
父
子
関
係
テ
ス
ト
を
明
文
で
禁
止
す
る
（
た
と
え
ば
、
ル
ク
セ

ン
ブ
ル
ク
）
か
、
ま
た
は
法
律
上
認
め
ら
れ
た
同
意
要
件
に
基
づ
き
排
斥
す
る
（
た
と
え
ば
、
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
イ
ス
）、
ま
た
デ
ー

タ
保
護
法
（
イ
タ
リ
ア
）、
民
事
法
（
フ
ラ
ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
）、
家
族
法
（
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
）
で
規
制
し
て
い
る
。
そ
れ
以

外
の
国
々
で
は
規
定
は
な
い
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
チ
ェ
コ
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
）
が
、
秘
密
の
父
子
関
係
テ
ス
ト
の
実

施
は
人
格
権
違
反
を
理
由
に
不
適
法
と
み
な
さ
れ
た
り
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
）、
法
規
制
が
な
い
と
し
て
そ
れ
が
適
法
か
は
確
実
で
な
い
と
み
な

さ
れ
（
チ
ェ
コ
、
ベ
ル
ギ
ー
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
）、
さ
ら
に
同
意
要
件
を
定
め
よ
う
と
す
る
立
法
の
動
き
も
あ
る
（
チ
ェ
コ
、
ベ

ル
ギ
ー
）。
②
た
い
て
い
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
、
父
子
関
係
の
確
認
ま
た
は
否
認
の
た
め
裁
判
手
続
で
利
用
さ
れ
る
血
縁
検
査
の
証
拠
適
格

の
要
件
を
高
く
し
て
い
る
。
そ
し
て
私
的
な
血
縁
検
査
は
多
く
の
国
々
で
は
許
さ
れ
ず
、
遺
伝
子
に
よ
る
父
子
関
係
の
検
査
は
裁
判
所
の
命
令

が
必
要
で
あ
っ
た
り
、
国
家
の
承
認
し
た
機
関
で
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
た
と
え
ば
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ギ
リ
シ
ャ
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ

タ
リ
ア
、
ル
ク
セ
ン
ブ
ル
ク
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
）。
委
託
さ
れ
た
機
関
は
規
則
に
従
っ
て
検
査
を
実
施
し
、
一

部
の
国
で
は
国
家
の
厳
格
な
監
督
に
服
し
て
い
る
（
た
と
え
ば
、
エ
ス
ト
ニ
ア
、
イ
ギ
リ
ス
、
デ
ン
マ
ー
ク
）。
さ
ら
に
裁
判
所
の
命
令
と
と

も
に
、
一
部
の
国
で
は
当
該
人
物
の
同
意
が
要
求
さ
れ
て
い
る
（
イ
タ
リ
ア
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
）。
同
意
が
拒
否
さ
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は

証
拠
評
価
の
枠
内
で
そ
れ
を
し
ん
酌
で
き
る
が
、
同
意
に
代
替
す
る
措
置
は
で
き
な
い
。
他
方
、
多
く
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
で
は
、
当
該
人
物

の
同
意
を
得
て
提
出
さ
れ
る
限
り
、
私
的
な
血
縁
検
査
は
証
拠
方
法
と
し
て
許
容
さ
れ
て
い
る
（
オ
ラ
ン
ダ
、
デ
ン
マ
ー
ク
、
ス
イ
ス
）。
ハ

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

二
一
（
　
　
　
）

二
一



ン
ガ
リ
ー
、
ベ
ル
ギ
ー
、
チ
ェ
コ
で
は
、
司
法
大
臣
の
説
明
に
よ
る
と
、
裁
判
所
が
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
血
縁
鑑
定
を
証
拠
方
法
と
し
て
許
容

す
る
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な
テ
ス
ト
の
由
来
や
信
頼
性
は
確
か
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
考
え
て
、
信
用
性
は
な
い
と
み
な
さ

れ
る
。
さ
ら
に
ベ
ル
ギ
ー
や
チ
ェ
コ
で
は
、
そ
れ
に
反
対
す
る
立
法
の
動
き
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
（
ド
イ
ツ
の
立
法
者
が
民
法
一
五
九
八
条

ａ
で
採
用
し
た
）
私
的
な
遺
伝
子
に
よ
る
血
縁
検
査
の
実
施
に
つ
い
て
の
同
意
を
求
め
る
請
求
権
は
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
い
。

　
準ⅳ
 

立
法
者
は
提
出
し
た
法
案
の
基
本
的
な
考
え
方
を
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。
①
こ
の
解
決
策
は
、
関
係
者
の
対
立
す
る
基
本
権
、

特
に
血
縁
関
係
を
知
る
権
利
と
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
を
適
切
に
調
整
し
、
同
時
に
、
子
の
幸
せ
お
よ
び
婚
姻
と
家
庭
の
保
護
の
た
め
に
、

家
庭
内
の
対
話
や
裁
判
外
で
の
合
意
を
促
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
②
立
法
者
は
規
制
す
べ
き
内
容
と
し
て
具
体
的
に
五
項
目
を
あ
げ
て
い
る
。
契
第
一
に
、
遺
伝
子
に
よ
る
血
縁
検
査
と
そ
の
た
め
の
遺
伝
子

試
料
の
採
取
に
服
す
る
よ
う
に
求
め
る
家
族
法
上
の
請
求
権
は
、
遺
伝
子
に
よ
る
血
縁
関
係
を
オ
ー
プ
ン
に
解
明
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も

の
で
あ
る
。
父
子
関
係
解
明
の
利
益
は
父
だ
け
で
な
く
、
子
や
母
に
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
三
者
が
こ
の
請
求
権
を
有
す
る
。
子
の
法
律
上
の

父
で
は
な
い
が
、
生
物
学
上
の
父
は
そ
の
請
求
権
を
も
た
ず
、
既
存
の
否
認
手
続
（
民
法
一
六
〇
〇
条
一
項
二
号
）
の
途
を
と
る
こ
と
が
求
め

ら
れ
る
。
請
求
権
は
裁
判
上
も
主
張
で
き
る
た
め
、
父
子
関
係
に
疑
い
を
持
っ
た
父
は
、
ま
ず
最
初
に
私
的
な
血
縁
鑑
定
に
よ
っ
て
子
の
生
物

学
的
由
来
を
解
明
し
た
う
え
で
（
民
法
一
五
九
八
条
ａ
）、
否
認
手
続
（
民
法
一
五
九
九
条
か
ら
一
六
〇
〇
条
ｃ
ま
で
）
を
選
択
す
る
か
、
従

前
と
同
様
に
否
認
手
続
（
民
法
一
五
九
九
条
か
ら
一
六
〇
〇
条
ｃ
ま
で
）
を
直
接
選
択
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　
形
第
二
に
、
否
認
の
効
果
が
未
成
年
の
子
の
幸
せ
を
重
大
に
侵
害
し
、
請
求
権
を
も
つ
者
の
利
益
を
考
慮
し
て
も
子
に
要
求
し
が
た
い
と
き

は
、
否
認
は
認
め
ら
れ
な
い
。
第
三
項
が
そ
れ
を
規
定
す
る
。
た
と
え
ば
、
子
の
特
別
な
生
活
状
態
や
成
育
段
階
、
子
と
法
律
上
の
父
と
の
間

の
法
律
上
、
社
会
的
な
結
び
付
き
の
期
間
か
ら
し
て
、
子
の
幸
せ
を
重
大
に
侵
害
す
る
こ
と
が
危
惧
さ
れ
る
場
合
、
い
ま
や
法
律
上
の
父
が
生

＜
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物
学
上
の
父
で
は
な
い
こ
と
を
容
易
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
、
直
ち
に
、
法
律
上
の
父
子
関
係
が
終
了
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
保
障

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
、
父
は
、
父
子
関
係
の
否
認
期
間
（
二
年
）
の
経
過
後
も
、
子
の
幸
せ
の
妨
げ
に
な
ら
な
い
と
き
は
、

父
子
関
係
を
否
認
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。
夫
が
血
縁
関
係
に
つ
い
て
疑
い
を
も
ち
な
が
ら
、
社
会
的
な
家
族
を
維
持
し
て
右
否
認
期
間
を
徒

過
し
て
し
ま
っ
た
が
、
い
ま
や
解
明
手
続
の
実
施
に
よ
り
、
自
分
は
子
の
生
物
学
上
の
父
で
は
な
い
こ
と
を
知
っ
た
ケ
ー
ス
が
そ
れ
で
あ
る
が
、

否
認
手
続
に
よ
っ
て
生
ず
る
父
子
関
係
の
喪
失
が
子
の
幸
せ
を
重
大
に
侵
害
し
な
い
こ
と
が
、
そ
の
要
件
で
あ
る
。

　
径
第
三
に
、
検
査
お
よ
び
デ
ー
タ
利
用
の
同
意
を
求
め
る
請
求
権
は
、
検
査
を
受
け
る
者
の
同
意
が
な
い
限
り
、
そ
の
情
報
に
関
す
る
自
己

決
定
権
を
侵
害
す
る
が
、
そ
の
侵
害
は
血
縁
関
係
を
知
る
権
利
に
役
立
ち
、
知
る
権
利
を
保
護
す
る
た
め
に
は
必
要
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
〇

七
年
判
決
は
、
立
法
者
に
対
し
、
基
本
法
上
の
地
位
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
血
縁
関
係
を
独
立
に
解
明
す
る
手
続
の
設
置
を
は
っ
き
り
と
求
め

て
お
り
、
そ
の
全
体
的
考
慮
の
枠
内
に
お
い
て
、
そ
の
侵
害
は
期
待
可
能
性
と
い
う
限
界
線
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
遺
伝
子
に
よ
る
子

の
血
縁
検
査
は
家
族
に
対
し
て
広
範
な
影
響
を
及
し
、
人
間
の
同
一
性
の
発
見
や
家
族
の
共
同
生
活
の
枠
内
で
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
以
上
、

血
縁
関
係
を
知
ら
な
い
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
不
利
益
と
不
安
定
を
大
き
く
す
る
。
こ
の
解
決
策
は
、
生
物
学
的
な
父
子
関
係
を
解
明
す
る
こ
と

で
、
家
族
間
の
自
治
的
な
交
渉
を
促
す
。
血
縁
検
査
の
請
求
権
は
、
そ
の
解
明
的
効
果
に
よ
っ
て
法
的
平
和
を
促
進
す
る
も
の
で
あ
る
。
裁
判

手
続
が
必
要
に
な
る
の
は
、
当
該
人
物
が
私
的
な
遺
伝
子
に
よ
る
血
縁
検
査
に
同
意
し
な
い
と
き
に
限
ら
れ
る
。
右
請
求
権
の
壁
は
低
く
作
ら

れ
て
お
り
、
手
続
費
用
を
考
え
る
と
、
裁
判
手
続
は
例
外
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
。
な
お
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
裁
判
手
続
は
新
し
く
規

定
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
（
後
述
遠
参
照
）
が
規
定
す
る
非
訟
事
件
手
続
と
し
て
実
施
さ
れ
る
（
同
法
一
六
九
条
二
号
・

三
号
）。

　
恵
第
四
に
、
家
族
の
保
護
と
子
の
幸
せ
の
た
め
に
、
関
係
者
に
少
年
援
助
（Jugendhilfe

           
）
の
枠
内
で
助
言
を
求
め
る
請
求
権
を
認
め
る
の

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

二
三
（
　
　
　
）

二
三



が
有
意
義
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
関
係
者
の
対
話
を
促
し
、
危
機
を
克
服
す
る
途
を
示
し
、
裁
判
外
で
の
合
意
に
よ
る
解
決
に
役
立
つ
。
各
ラ
ン

ト
に
は
、
公
的
な
少
年
援
助
の
担
当
者
に
、
そ
の
よ
う
な
助
言
の
申
立
て
を
受
け
る
こ
と
を
義
務
づ
け
る
こ
と
が
勧
め
ら
れ
る
。

　
慶
第
五
に
、
立
法
者
が
こ
こ
で
提
案
し
た
規
制
の
考
え
方
は
、
バ
イ
エ
ル
ン
州
の
立
法 

基
づ
き
連
邦
参
議
院
が
提
出
し
た
法
案

（B  

R  

–  D
rucksache

193/07

 
                
）
の
規
制
方
向
と
一
致
し
た
も
の
あ
る
。

　
民
法
一
五
九
八
条
ａ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
議
論
が
み
ら
れ 

同
条
に
よ
る
解
明
手
続
は
、
機
能
的
に
は
、
と
り
わ
け
父
子
関
係

を
知
る
父
の
権
利
を
実
現
す
る
と
と
も
に
、
も
し
も
そ
の
不
存
在
が
確
認
さ
れ
た
と
き
は
、
父
子
関
係
の
否
認
訴
訟
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
者

に
と
っ
て
は
提
訴
準
備
・
証
拠
収
集
と
い
う
先
駆
的
役
割
り
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
予
想
さ
れ
る
が
、
他
方
で
、
生
物
学
上

の
父
に
は
請
求
権
が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
オ
ー
プ
ン
な
父
子
関
係
鑑
定
を
制
度
化
す
る
よ
り
も
、
一
定
の
限
度
で
は
む

し
ろ
秘
密
の
父
子
関
係
テ
ス
ト
の
方
に
優
位
が
認
め
ら
れ
る
な
ど
の
批
判
も
み
ら
れ
る
。
な
お
、
立
法
者
が
指
摘
す
る
第
二
の
項
目
（
イ
部
分
）

の
後
段
に
つ
い
て
は
、
学
説
の
批
判
を
受
け
て
そ
の
後
の
立
法
過
程
で
削
除
さ
れ
て
い
る
（
当
初
の
法
案
で
は
民
法
一
六
〇
〇
条
に
五
項
と
し

て
、
ま
た
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
に
七
項
と
し
て
挿
入
的
に
規
定
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
）。

　
薗
　
連
邦
議
会
第
一
四
会
期
に
設
置
さ
れ
た
特
別
調
査
委
員
会
（E

nquête-K
om
m
ission

 
        
  
 
      
）「
現
代
医
学
の
法
と
倫
理
」
の
報
告
書
（
二
〇

〇
二
年
五
月
一
四 

、
医
学
領
域
に
お
け
る
遺
伝
子
デ
ー
タ
の
検
査
と
解
析
に
よ
る
チ
ャ
ン
ス
と
そ
れ
に
伴
う
リ
ス
ク
を
明
ら
か
に
し
た

が
、
そ
れ
以
降
多
く
の
議
論
を
経 

連
邦
政
府
は
「
人
間
の
遺
伝
子
検
査
に
関
す
る
法
律
案
（
遺
伝
子
診
断
法
）（E

ntw
urfeines

G
esetzes

 
   
           
        

über
genetische

U
ntersuchungen

beim

                 
                  
 M

enschen,G
endiagnostikgesetz-G

enD
G

 
          
                    
   
 

）」
を
公
示
し
（
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
一
三 

連
邦
議
会
は
二
〇
〇
九
年
七
月
三
一
日
の
「
人
間
の
遺
伝
子
検
査
に
関
す
る
法
律
（G

esetz
über

genetische
U
ntersuchunge

 
                       
            n

beim

      
 

M
enschen

 
       
）、
そ
の
略
称
と
し
て
遺
伝
子
診
断
法
（G

endiagnostikgesetz-G
enD
G

 
                    
   
 

）」
を
成
立
さ
せ
た
（
二
〇
一
〇
年
二
月
一
日
よ
り
そ
の

（
　
）
８３案
に

（
　
）
８４る
。

（
　
）
８５日
）
は

（
　
）
８６て
、

（
　
）
８７日
）、

＜
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一
部
施
行
）。
こ
の
法
律
は
全
文
二
七
か
条
の
法
条
か
ら
な
っ
て
い
る
が
、
同
法
第
一
七
条
が
本
稿
の
テ
ー
マ
に
関
わ
る
、
遺
伝
子
に
よ
る
血

縁
関
係
を
解
明
す
る
た
め
の
遺
伝
子
検
査
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
ド
イ
ツ
で
は
一
九
九
〇
年
台
、
民
間
の
機
関
が
委
託
を
受
け
て
行
う
遺

伝
子
に
よ
る
血
縁
検
査
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
盛
行
し 

本
件
で
問
題
に
な
っ
た
法
律
上
の
父
に
よ
る
秘
密
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
も
ま
さ
に
そ
う
し

た
動
向
の
な
か
で
生
じ
た
ひ
と
つ
の
ケ
ー
ス
と
解
せ
よ
う
。

　
準ⅰ
 

連
邦
政
府
の
立
法
理
由
書
（
二
〇
〇
八
年
一
〇
月
一
三
日
）
に
基
づ
き
法
律
全
体
の
構
想
に
つ
い
て
概
観
す
る
と
、
①
ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
（
人

間
の
遺
伝
子
）
は
解
析
さ
れ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、
医
療
目
的
、
と
り
わ
け
遺
伝
子
に
よ
る
診
断
で
は
そ
の
研
究
成
果
が
拡
大
的
に
活
用
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
今
後
も
続
き
、
将
来
は
も
っ
と
廉
価
に
自
分
の
遺
伝
子
解
析
が
す
べ
て
の
人
々
に
可
能
に
な
ろ
う
。
理
由
書
は
こ
の
よ

う
な
遺
伝
子
研
究
の
発
展
を
受
け
て
、
人
々
が
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
を
行
使
で
き
る
状
態
に
な
る
よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
。

こ
の
法
律
の
目
標
は
、
人
間
の
遺
伝
子
特
性
の
調
査
に
伴
う
遺
伝
子
に
よ
る
差
別
的
扱
い
を
防
止
す
る
と
と
も
に
、
個
々
人
に
対
し
遺
伝
子
検

査
を
行
う
チ
ャ
ン
ス
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
法
律
に
よ
り
、
遺
伝
子
検
査
の
実
務
を
良
好
な
も
の
に
す
る
と
の
要
請
が
義

務
化
さ
れ
る
。

　
②
法
律
は
遺
伝
子
デ
ー
タ
の
特
殊
性
を
前
提
に
し
て
お
り
、
遺
伝
子
検
査
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
遺
伝
子
情
報
は
特
に
長
期
間
に
わ
た
っ
て

そ
の
意
義
を
維
持
す
る
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
て
い
る
。
遺
伝
子
情
報
は
、
人
間
の
同
一
性
判
断
に
重
要
な
健
康
に
関
す
る
デ
ー
タ
と
し

て
叙
述
性
の
高
い
潜
在
的
能
力
を
有
し
、
と
き
に
は
第
三
者
（
親
族
）
に
つ
い
て
の
情
報
も
明
ら
か
に
す
る
。
人
間
遺
伝
子
学
の
認
識
力
を
考

え
る
と
、
市
民
の
人
格
権
を
適
切
に
保
護
す
る
た
め
に
特
別
な
保
護
が
必
要
で
あ
る
。
遺
伝
子
デ
ー
タ
は
、
社
会
的
、
倫
理
的
、
優
生
学
的
な

差
別
的
扱
い
の
原
則
的
リ
ス
ク
を
内
包
し
て
い
る
。
法
律
に
よ
る
規
制
は
、
当
事
者
が
事
前
に
準
備
す
る
こ
と
な
く
検
査
を
受
け
る
こ
と
が
な

い
よ
う
に
し
、
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
を
行
使
し
て
、
自
己
責
任
を
も
っ
て
検
査
を
行
う
決
定
を
し
、
検
査
結
果
を
適
切
に
扱
う
こ
と
が

（
　
）
８８た
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

二
五
（
　
　
　
）

二
五



で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
③
法
律
は
、
遺
伝
子
試
料
は
原
則
と
し
て
そ
れ
を
獲
得
す
る
目
的
の
た
め
に
の
み
利
用
し
て
よ
い
と
規
定
し
、
各
分
野
ご
と
に
調
査
・
利
用

の
禁
止
、
第
三
者
へ
の
デ
ー
タ
の
不
当
な
引
渡
し
か
ら
の
保
護
、
削
除
・
破
棄
に
つ
い
て
規
定
し
、
こ
の
法
律
に
定
め
が
な
い
限
り
、
連
邦
デ
ー

タ
保
護
法
（B

D
SG

 
 
  

）
ま
た
は
各
ラ
ン
ト
の
デ
ー
タ
保
護
法
が
補
充
的
に
適
用
さ
れ
る
。
法
律
は
、
医
療
目
的
（
遺
伝
子
診
断
法
七
条
か
ら
一

六
条
ま
で
（
以
下
薗
の
叙
述
で
は
、
特
に
明
示
し
な
い
限
り
、
遺
伝
子
診
断
法
を
さ
す
））、
血
縁
関
係
の
解
明
（
一
七
条
）、
保
険
（
一
八
条
）、

労
働
生
活
（
一
九
条
か
ら
二
二
条
ま
で
）
の
各
分
野
ご
と
に
規
制
を
行
い
、
調
査
研
究
、
刑
事
手
続
・
国
際
司
法
共
助
・
感
染
保
護
法
等
の
規

定
に
基
づ
く
検
査
や
解
析
は
そ
の
適
用
外
と
さ
れ
る
。
当
事
者
の
保
護
が
必
要
な
特
別
な
場
合
に
は
、
検
査
の
適
法
性
を
制
限
し
て
い
る
（
同

意
能
力
の
な
い
者
の
検
査
、
出
生
前
の
遺
伝
子
検
査
、
遺
伝
子
に
よ
る
集
団
検
査
）。
血
縁
検
査
の
解
明
の
た
め
の
遺
伝
子
検
査
は
、
医
師
以

外
に
も
、
自
然
科
学
の
単
科
大
学
の
課
程
を
修
了
し
て
、
血
縁
鑑
定
の
分
野
で
経
験
を
積
ん
だ
専
門
家
、
特
に
分
子
生
物
学
の
専
門
家
も
行
う

こ
と
が
で
き
る
。

　
④
ロ
ベ
ル
ト
・
コ
ッ
ホ
研
究
所
に
設
置
さ
れ
た
遺
伝
子
診
断
委
員
会
が
、
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
学
問
・
技
術
基
準
を
検
査
の
指
針
と
し
て

定
め
、
こ
の
領
域
で
の
発
展
を
継
続
的
に
監
視
・
評
価
す
る
こ
と
に
な 

　
準ⅱ
 

本
稿
に
関
連
す
る
規
定
に
注
目
す
る
と
、
遺
伝
子
診
断
法
は
そ
の
冒
頭
で
、
法
律
の
目
的
は
、
特
に
人
間
の
尊
厳
お
よ
び
情
報
に
関
す
る

自
己
決
定
権
を
尊
重
し
、
か
つ
保
護
す
べ
き
国
家
の
義
務
を
守
る
た
め
、
遺
伝
子
検
査
と
そ
の
検
査
の
枠
内
で
行
わ
れ
る
遺
伝
子
解
析
、
お
よ

び
遺
伝
子
に
つ
い
て
の
試
料
・
デ
ー
タ
の
利
用
の
た
め
の
要
件
を
定
め
る
と
と
も
に
、
遺
伝
子
特
性
に
基
づ
く
不
利
益
的
扱
い
を
防
止
す
る
こ

と
で
あ
る
（
一
条
）
と
定
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
血
縁
関
係
を
解
明
す
る
た
め
の
遺
伝
子
検
査
は
、
こ
の
法
律
の
適
用
範
囲
に
属
す
る
（
二
条

一
項
）。

（
　
）
８９る
。
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血
縁
関
係
を
解
明
す
る
た
め
の
遺
伝
子
検
査
に
つ
い
て
は
、
第
一
七
条
が
詳
細
に
規
定
す
る
。
立
法
理
由
書
に
よ
る
と
、
子
の
血
縁
関
係
を

解
明
す
る
た
め
の
遺
伝
子
検
査
を
実
施
す
る
た
め
、
今
日
で
は
だ
液
や
毛
髪
な
ど
微
量
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
を
含
む
身
体
組
織
で
よ
い
と
さ
れ
、
し
ば
し

ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
用
い
て
廉
価
に
遺
伝
子
検
査
を
行
う
民
間
の
検
査
機
関
も
増
え
て
い
る
。
そ
こ
で
は
た
い
て
い
子
と
父
の
二
人
の
試
料

で
検
査
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
母
親
の
遺
伝
子
試
料
を
用
い
て
い
な
い
検
査
は
重
大
な
不
安
定
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
依
頼
者
は
た
い
て
い
父

子
関
係
に
疑
問
を
も
つ
夫
で
あ
り
、
複
数
の
性
的
関
係
を
も
っ
た
妻
か
ら
の
依
頼
ケ
ー
ス
は
ま
れ
で
あ
る
。
試
料
は
簡
単
に
内
緒
で
取
得
で
き

る
た
め
、
当
事
者
の
知
ら
な
い
間
に
、
了
解
も
な
く
検
査
が
実
施
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
こ
で
当
事
者
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
を

保
護
す
る
た
め
に
、
明
確
な
規
制
が
必
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い 

　
準ⅲ
 

遺
伝
子
診
断
法
第
一
七
条
に
よ
る
と
、
①
血
縁
関
係
を
解
明
す
る
た
め
の
遺
伝
子
検
査
は
、
そ
の
遺
伝
子
試
料
に
つ
い
て
検
査
を
受
け
る

者
が
、
事
前
に
そ
の
検
査
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
た
う
え
で
、
検
査
と
そ
れ
に
必
要
な
遺
伝
子
試
料
の
採
取
に
つ
い
て
同
意
し
て
い
る
と
き
に

の
み
、
実
施
し
て
よ
い
も
の
と
さ
れ
る
（
一
項
一
文
）。
こ
の
同
意
は
、
検
査
を
受
け
る
者
が
、
検
査
と
試
料
の
採
取
に
、
明
示
的
態
度
で
か

つ
書
面
に
よ
っ
て
同
意
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
八
条
一
項
一
文
・
一
項
二
文
）。
立
法
理
由
書
に
よ
る
と
、
検
査
を
受
け
る
当
事
者
の

同
意
は
、
当
事
者
本
人
が
知
ら
な
い
間
に
血
縁
関
係
が
検
査
さ
れ
る
の
を
防
止
す
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、
書
面
と
い
う
方
式
に
よ
る
こ
と
で
、

当
人
に
決
断
の
重
大
さ
を
悟
ら
せ
る
と
と
も
に
、
争
い
が
生
じ
た
と
き
は
確
実
な
同
意
の
証
拠
を
確
保
し
て
お
く
た
め
で
あ 

②
ま
た
同
意

の
前
に
、
当
事
者
は
検
査
の
責
任
者
か
ら
説
明
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
説
明
の
内
容
は
、
検
査
の
目
的
・
方
法
・
範
囲
・
証
明

力
・
検
査
結
果
、
検
査
結
果
を
知
る
こ
と
に
伴
う
健
康
へ
の
リ
ス
ク
、
遺
伝
子
試
料
・
検
査
結
果
の
利
用
予
測
、
い
つ
で
も
同
意
を
撤
回
で
き

る
権
利
、
検
査
結
果
を
知
ら
ず
に
お
く
権
利
（
検
査
結
果
を
知
る
こ
と
な
く
、
廃
棄
す
る
権
利
を
含
む
）
に
及
ぶ
。
そ
し
て
医
師
た
る
責
任
者

は
、
そ
の
説
明
内
容
を
記
録
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
九
条
二
項
一
号
前
段
、
二
号
か
ら
五
号
・
三
項
の
準
用
、
一
七
条
一
項
二
文
後

（
　
）
９０る
。

（
　
）
９１る
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

二
七
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）

二
七



段
）。
こ
の
遺
伝
子
試
料
の
検
査
は
、
血
縁
関
係
の
解
明
に
必
要
な
限
度
に
限
ら
れ
、
そ
の
他
の
事
実
に
つ
い
て
認
定
す
る
こ
と
は
、
検
査
の

枠
内
で
可
能
で
は
あ
っ
て
も
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
（
一
七
条
一
項
三
文
・
四
文
）。

　
③
他
方
で
、
検
査
に
つ
い
て
同
意
能
力
が
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
一
七
条
三
項
が
そ
の
保
護
を
は
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
検
査
を

受
け
る
者
が
、
遺
伝
子
検
査
の
本
質
や
意
義
、
そ
の
影
響
範
囲
を
認
識
し
た
う
え
で
自
ら
意
思
決
定
が
で
き
な
い
と
き
は
、
遺
伝
子
検
査
は
、

検
査
が
あ
ら
か
じ
め
相
当
な
方
法
に
よ
っ
て
で
き
る
限
り
そ
の
者
に
了
解
さ
れ
、
そ
の
者
が
検
査
や
試
料
採
取
を
明
確
な
態
度
な
ど
で
拒
否
し

て
い
な
い
と
き
（
三
項
一
号
）、
そ
の
者
の
代
理
人
が
事
前
に
検
査
に
つ
い
て
説
明
を
受
け
、
検
査
と
試
料
採
取
に
同
意
し
て
い
る
と
き
（
同

項
二
号
）、
そ
の
者
が
検
査
と
試
料
採
取
に
通
常
伴
う
リ
ス
ク
以
上
に
健
康
を
害
さ
れ
な
い
、
ま
た
は
害
さ
れ
て
も
ご
く
わ
ず
か
で
あ
る
と
予

想
さ
れ
る
と
き
（
同
項
三
号
）
に
の
み
、
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
代
理
ケ
ー
ス
は
、
連
邦
裁
〇
五
年
判
決
の
事
案
の
よ
う
な
未
成
年
の
子

の
血
縁
関
係
を
解
明
す
る
場
合
の
代
理
人
た
る
母
の
同
意
が
そ
の
典
型
と
な
ろ 

　
④
遺
伝
子
検
査
の
実
施
は
、
医
師
、
ま
た
は
医
師
で
は
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
自
然
科
学
の
単
科
大
学
の
課
程
を
修
了
し
て
、
血
縁
鑑
定
の

分
野
で
経
験
を
積
ん
だ
専
門
家
に
限
ら
れ
る
（
一
七
条
四
項
一
文
）。

　
⑤
検
査
結
果
の
通
知
に
つ
い
は
、
当
事
者
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
を
保
護
す
る
た 

解
析
を
委
託
さ
れ
た
責
任
者
た
る
医
師
か
、

そ
の
医
師
か
ら
受
託
さ
れ
た
人
物
・
施
設
の
み
が
通
知
す
る
、
ま
た
他
の
者
へ
の
通
知
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
の
明
示
的
か
つ
書
面
に
よ
る
同

意
が
あ
る
と
き
に
の
み
、
責
任
あ
る
医
師
た
る
人
物
か
ら
通
知
し
て
よ
い
、
さ
ら
に
当
事
者
が
検
査
結
果
の
廃
棄
ま
た
は
検
査
の
同
意
を
撤
回

し
て
い
る
限
り
は
、
検
査
結
果
は
当
事
者
に
通
知
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
規
定
さ
れ
て
い
る
（
一
七
条
五
項
・
一
一
条
二
項
か
ら
四
項
の
準

用
）。

　
検
査
結
果
の
保
管
期
間
に
つ
い
て
は
、
医
療
目
的
の
場
合
に
は
連
邦
医
師
会
の
指
針
に
な
ら
っ
て
一
〇
年
間
で
あ
る
が
（
一
二
条
一
項
一
文
）、

（
　
）
９２う
。

（
　
）
９３め
、

＜
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こ
こ
で
は
、
責
任
者
た
る
医
師
が
、
検
査
を
受
け
た
者
の
検
査
試
料
中
に
お
い
て
、
三
〇
年
間
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
し
て
こ
の
期

間
が
経
過
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
廃
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る
（
一
七
条
五
項
）。
当
事
者
の
死
亡
後
も
血
縁
関
係
の
解
明

の
証
拠
と
す
る
た
め
に
、
保
管
期
間
の
延
長
を
は
か
っ
た
も
の
で
あ 

　
⑥
遺
伝
子
検
査
お
よ
び
そ
の
た
め
の
試
料
採
取
に
つ
い
て
必
要
と
さ
れ
る
当
事
者
の
同
意
（
一
七
条
一
項
・
二
項
・
三
項
一
文
二
号
。
八
条

一
項
一
文
準
用
）
は
、
民
法
一
五
九
八
条
ａ
第
二
項
の
確
定
し
た
裁
判
所
の
裁
判
と
同
一
で
あ
る
と
さ
れ
る
（
一
七
条
一
文
）。
前
述
し
た
よ

う
に
、
民
法
一
五
九
八
条
ａ
に
よ
る
父
子
関
係
の
解
明
手
続
に
お
い
て
は
、
父
、
母
お
よ
び
子
は
お
互
い
に
、
遺
伝
子
に
よ
る
血
縁
検
査
の
同

意
を
求
め
る
請
求
権
を
有
し
（
一
項
）、
同
意
が
え
ら
れ
な
い
と
き
は
、
家
庭
裁
判
所
が
当
事
者
の
申
立
て
に
基
づ
き
同
意
に
代
わ
る
裁
判
を

行
う
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
二
項
）。
そ
こ
で
、
家
庭
裁
判
所
が
同
意
に
代
わ
る
裁
判
を
行
っ
た
場
合
、
確
定
し
た
裁
判
は
こ
の
法
律
で
も
当

事
者
の
同
意
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
す
趣
旨
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
場
合
に
も
、
検
査
の
説
明
（
九
条
）
は
必
要
で
あ 

な
お
、
同
意
能
力

の
な
い
当
事
者
の
検
査
や
試
料
採
取
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
場
合
、
そ
れ
は
考
慮
し
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
一
七
条
二
文
）。
ま
た
、
後
述

す
る
よ
う
に
、
同
意
の
な
い
場
合
の
裁
判
手
続
に
つ
い
て
は
、
新
し
く
規
定
さ
れ
た
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
（
一

六
九
条
二
号
・
三
号
）。

　
準ⅳ
 

法
律
は
、
規
制
に
違
反
し
た
遺
伝
子
検
査
の
実
施
等
に
対
し
て
は
、
刑
事
罰
（
二
五
条
）
ま
た
は
過
料
（
二
六
条
）
を
科
し
て
、
検
査
を

受
け
る
者
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
の
保
護
を
徹
底
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
①
血
縁
関
係
の
解
明
の
遺
伝
子
検
査
で
は
、
契
当
事
者
本
人

ま
た
は
そ
の
代
理
人
の
必
要
な
同
意
な
く
遺
伝
子
検
査
・
解
析
を
実
施
し
た
者
（
一
七
条
一
項
後
段
・
八
条
一
項
準
用
）、
形
お
よ
び
血
縁
関
係

の
解
明
の
枠
を
こ
え
て
目
的
外
の
検
査
を
実
施
し
た
者
（
一
七
条
三
項
・
四
項
）
に
対
し
て
は
、
最
高
一
年
ま
で
の
自
由
刑
ま
た
は
罰
金
が
課

さ
れ
る
（
二
五
条
一
項
）。
当
事
者
の
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
の
保
護
を
徹
底
す
る
趣
旨
で
あ 

径
ま
た
報
酬
を
得
て
、
ま
た
は
自
己
も

（
　
）
９４る
。

（
　
）
９５る
。

（
　
）
９６る
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

二
九
（
　
　
　
）

二
九



し
く
は
他
者
を
不
当
に
利
得
さ
せ
る
、
も
し
く
は
他
者
に
損
害
を
加
え
る
意
図
で
検
査
を
実
施
し
た
者
は
、
最
高
二
年
ま
で
の
自
由
刑
ま
た
は

罰
金
刑
に
処
せ
ら
れ
る
（
二
五
条
二
項
）。
刑
訴
法
二
〇
三
条
五
項
に
な
ら
っ
て
、
違
反
行
為
の
特
に
不
当
性
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ 

こ

れ
ら
の
犯
罪
行
為
（
二
五
条
一
項
・
二
項
）
は
、
関
係
人
の
申
立
て
に
基
づ
い
て
の
み
訴
追
さ
れ
る
（
二
五
条
三
項
一
文
）。
刑
事
手
続
で
は
、

当
事
者
の
遺
伝
子
情
報
は
、
当
事
者
が
そ
の
利
用
に
同
意
し
て
い
る
と
き
に
の
み
、
利
用
し
て
よ
い
、
そ
れ
は
犯
罪
行
為
の
申
立
て
に
現
れ
て

い
る
と
い
う
事
情
を
考
慮
し
た
も
の
で
あ 

　
②
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
秩
序
違
反
（O

rdnungsw
idrig

 
        
     
）
の
行
為
と
そ
の
対
象
者
に
つ
い
は
、
第
二
六
条
が
規
定
し
て
い
る
。
血
縁
関
係
を

解
明
す
る
た
め
の
遺
伝
子
検
査
（
一
七
条
）
を
み
る
と
、
契
一
七
条
四
項
一
文
（
医
師
ま
た
は
血
縁
鑑
定
の
専
門
家
に
よ
る
検
査
の
実
施
）
に

違
反
し
て
、
遺
伝
子
検
査
を
行
っ
た
者
（
二
六
条
一
項
一
号
）、
形
一
七
条
一
項
一
文
前
段
・
三
項
二
文
（
検
査
を
受
け
る
者
お
よ
び
代
理
人
へ

の
事
前
説
明
と
試
料
採
取
の
同
意
）
に
違
反
し
て
、
同
意
な
く
遺
伝
子
検
査
を
行
っ
た
者
（
二
六
条
一
項
六
号
）、
径
一
七
条
二
項
（
遺
伝
子
検

査
の
依
頼
者
へ
の
事
前
説
明
と
試
料
採
取
の
同
意
）
に
違
反
し
て
、
そ
の
血
縁
関
係
が
解
明
さ
れ
る
子
の
父
ま
た
は
母
と
し
て
の
資
格
で
（
七

号
ａ
）、
自
身
の
血
縁
関
係
を
解
明
し
た
い
子
と
し
て
の
資
格
で
（
七
号
ｂ
）、
そ
れ
以
外
の
者
と
し
て
の
資
格
で
（
七
号
ｃ
）、
必
要
な
同
意

な
く
遺
伝
子
検
査
を
実
施
さ
せ
た
依
頼
者
は
、
過
料
に
処
せ
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
二
六
条
一
項
六
号
お
よ
び
七
号
の
過
料
規
定
は
、
秘
密
の

遺
伝
子
検
査
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
趣
旨
で
あ 

一
七
条
二
項
七
号
ａ
に
い
う
「
父
」
と
は
、
民
法
一
五
九
二
条
に
規
定
さ
れ
た
法
律
上
の

父
（
子
の
出
生
時
に
そ
の
母
と
婚
姻
し
て
い
た
夫
、
子
を
認
知
し
た
男
、
父
子
関
係
を
裁
判
上
認
定
さ
れ
た
男
）
の
こ
と
で
あ
り
、
同
条
同
項

七
号
ｃ
に
い
う
「
そ
れ
以
外
の
者
」
と
は
、
現
在
は
子
と
義
務
的
な
地
位
に
は
な
い
が
、
生
物
学
上
の
父
た
る
可
能
性
の
あ
る
男
が
考
え
ら
れ

 

。
な
お
、
ド
イ
ツ
国
外
に
い
る
依
頼
者
に
つ
い
て
は
、
外
国
で
秘
密
の
血
縁
検
査
を
行
い
、
当
該
国
家
の
規
制
で
は
検
査
を
受
け
る
者
の

同
意
が
い
ら
な
い
と
き
も
、
こ
れ
ら
の
過
料
規
定
は
適
用
さ
れ 

（
　
）
９７る
。

（
　
）
９８る
。（

　
）
９９る
。

（
　
）
１００る
。

（
　
）
１０１る
。

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
一
号 

三
〇
（
　
　
　
）

三
〇



　
第
二
六
条
一
項
六
号
の
秩
序
違
反
行
為
に
つ
い
て
は
、
最
高
三
〇
万
ユ
ー
ロ
（
仮
に
一
ユ
ー
ロ
＝
一
一
三
円
で
換
算
す
る
と
、
三
三
九
〇
万

円
相
当
）
ま
で
の
罰
金
刑
（G

eldbuße

 
       
）、
同
条
同
項
七
号
ａ
・
七
号
ｂ
の
秩
序
違
反
行
為
は
最
高
五
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
（
五
六
・
五
万
円
相
当
）

の
罰
金
刑
、
同
条
同
項
七
号
ｃ
の
秩
序
違
反
行
為
は
最
高
五
〇
〇
〇
〇
ユ
ー
ロ
（
五
六
五
万
円
相
当
）
の
罰
金
刑
に
そ
れ
ぞ
れ
処
せ
ら
れ
る

（
二
六
条
二
項
）。
た
だ
し
、
七
号
ａ
お
よ
び
七
号
ｂ
の
秩
序
違
反
行
為
の
場
合
、
検
査
を
受
け
る
者
が
事
後
的
に
検
査
と
試
料
採
取
に
同
意
し

た
と
き
は
、
行
政
官
庁
は
処
罰
を
行
わ
な
い
も
の
と
さ
れ
て
い
る
（
二
六
条
三
項
）。
父
・
母
・
子
の
罰
金
刑
が
他
の
者
に
比
べ
て
相
当
低
額

に
定
め
ら
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
者
の
血
縁
関
係
の
解
明
へ
の
特
別
な
利
益
（
家
族
間
で
の
事
実
上
お
よ
び
法
律
上
の
関
係
）

を
配
慮
し
て
、
こ
れ
ら
の
者
の
依
頼
に
よ
る
秘
密
の
血
縁
検
査
は
第
三
者
が
依
頼
し
た
場
合
に
比
べ
て
、
処
罰
の
程
度
は
低
い
と
考
え
ら
れ
た

こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ 

二
六
条
三
項
は
父
・
母
・
子
が
依
頼
し
た
秘
密
の
血
縁
検
査
の
場
合
に
、
秩
序
違
反
に
関
す
る
法
律
四
七
条
一
項

に
よ
る
行
政
官
庁
の
訴
追
裁
量
に
結
び
つ
け
た
規
制
で
あ
り
、
法
律
上
の
父
が
子
や
母
の
遺
伝
子
試
料
を
内
緒
で
血
縁
検
査
を
行
っ
た
よ
う
な

ケ
ー
ス
（
た
と
え
ば
、
連
邦
裁
〇
五
年
判
決
の
第
一
事
件
で
み
ら
れ
る
よ
う
に
）
で
、
仮
に
母
と
子
が
事
後
的
に
検
査
に
同
意
し
た
と
き
は
、

原
則
と
し
て
家
庭
を
保
護
す
る
た
め
、
制
裁
を
見
送
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
事
後
的
な
同
意
は
、
必
ず
し
も
民
法
上
の
法
律
行
為
に
関
す
る

要
件
の
適
用
は
な
く
、
母
と
未
成
年
の
子
が
そ
の
間
に
検
査
を
認
め
て
、
父
に
対
す
る
過
料
の
処
罰
を
望
ま
な
い
場
合
に
は
、
そ
れ
で
足
る
も

の
と
さ
れ
る
。
未
成
年
の
子
の
同
意
能
力
、
母
の
法
定
代
理
に
つ
い
て
も
、
必
ず
し
も
厳
格
さ
は
求
め
ら
れ
な
い
。
行
政
官
庁
に
よ
る
訴
追
裁

量
権
の
行
使
は
、
事
案
の
個
別
的
事
情
を
し
ん
酌
し
、
他
の
観
点
も
適
切
に
考
慮
し
て
、
柔
軟
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
事

後
的
な
同
意
が
家
族
の
自
由
意
思
に
基
づ
か
な
い
場
合
や
、
秘
密
の
検
査
に
よ
っ
て
家
庭
の
平
和
が
相
当
侵
害
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
家
族

の
同
意
が
あ
っ
て
も
、
秩
序
違
反
の
処
罰
が
相
当
で
あ
る
と
さ
れ
て
い 

（
　
）
１０２る
。

（
　
）
１０３る
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

三
一
（
　
　
　
）

三
一



　
遺
伝
子
診
断
法
は
、
遺
伝
子
診
断
の
進
歩
と
情
報
に
関
す
る
自
己
決
定
権
の
間
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
た
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
完
全
な
も
の

で
は
な
く
批
判
は
あ
る
が
、
遺
伝
子
診
断
の
枠
内
で
個
人
を
保
護
し
、
遺
伝
子
検
査
の
要
件
を
定
め
る
た
め
に
も
、
歓
迎
す
べ
き
基
礎
と
な
る

と
好
意
的
に
評
価
す
る
見
解
も
み
ら
れ 

他
方
、
処
罰
規
定
に
対
し
て
は
法
案
の
段
階
か
ら
マ
ス
コ
ミ
等
を
含
め
て
批
判
的
な
見
解
も
あ 

前
述
し
た
血
縁
関
係
の
解
明
手
続
（
民
法
一
五
九
八
条
ａ
）
の
導
入
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
秘
密
の
」
血
縁
検
査
は
今
後
も
残
る
と
い
う
見
方

も
有
力
で
あ
る 

遺
伝
子
診
断
法
の
基
本
的
な
構
想
で
あ
る
、
遺
伝
子
検
査
を
受
け
る
者
の
書
面
に
よ
る
同
意
と
、
秘
密
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を

一
般
的
に
禁
止
し
、
そ
の
違
反
者
に
対
し
て
は
刑
事
制
裁
を
科
す
と
い
う
規
制
が
そ
の
よ
う
な
違
法
な
検
査
に
ど
の
よ
う
な
効
を
奏
す
る
か
、

特
に
家
族
以
外
の
委
託
者
へ
の
罰
金
額
は
相
当
高
額
で
抑
止
的
効
果
が
あ
る
と
思
え
る
が
、
今
後
の
動
向
に
注
目
し
た
い
。

　
遠
　
第
三
に
、
新
し
く
制
定
さ
れ
た
「
家
庭
事
件
お
よ
び
非
訟
事
件
の
手
続
に
関
す
る
法
律
（
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
（F

G
G

  
 

-  

R
eform

geset

 
     
     z  –  FG

G
-R
G

  
 
  
 

））」（B
G
B
1
I
2008,S.2586ff.

 
 
 
                     
二
〇
〇
九
年
九
月
一
日
よ
り
一
部
施 

に
つ
い
て
、
連
邦
政
府
の
立
法
理
由
書 

（
二
〇
〇
七
年
九
月
七
日
）
は
そ
の
冒
頭
で
従
来
法
制
の
問
題
点
と
提
出
法
案
の
目
標
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
従
来
の
非
訟
事
件
手

続
法
（FG

G

  
 

）
は
完
結
し
た
手
続
法
と
は
い
え
ず
、
隙
間
の
多
い
一
九
世
紀
の
枠
組
法
（R

ahm
engesetz

 
   
        
）
で
あ
り
、
総
則
規
定
は
わ
ず
か
し

か
な
く
、
大
部
分
に
お
い
て
民
事
訴
訟
法
を
参
照
す
る
よ
う
に
指
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
体
系
的
と
い
え
な
い
多
く
の
特
別
規
定
と
見

通
し
の
悪
い
規
制
テ
ク
ニ
ッ
ク
が
認
め
ら
れ
る
。
家
庭
裁
判
所
の
手
続
法
は
そ
の
象
徴
的
な
例
で
あ
り
、
非
訟
事
件
手
続
法
と
民
事
訴
訟
法
を

そ
れ
ぞ
れ
交
互
に
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
人
々
の
ア
ク
セ
ス
は
容
易
で
な
く
、
法
適
用
の
専
門
家
も
困
難
に
直
面
す
る
。
ま
さ
に

人
々
の
中
心
的
生
活
領
域
で
あ
る
こ
の
分
野
に
お
い
て
、
立
法
者
は
、
実
体
的
権
利
を
迅
速
で
効
果
的
に
実
現
し
、
個
人
の
権
利
、
と
り
わ
け

審
尋
請
求
権
を
保
障
す
る
た
め
に
、
一
般
的
に
理
解
し
や
す
く
、
現
代
的
な
手
続
法
を
創
設
す
る
こ
と
が
特
に
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ 

連
邦
政
府
の
法
律
案
（B

T
-D
rucksache

16/6308

 
 
  
                 
）
が
採
択
さ
れ
た
連
邦
議
会
の
法
務
委
員
会
の
議
決
書
（
二
〇
〇
八
年
六
月
二
三
日
）
も
、

（
　
）
１０４る
。

（
　
）
１０５る
。

（
　
）
１０６が
、

（
　
）
１０７行
）

（
　
）
１０８る
。

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
一
号 

三
二
（
　
　
　
）

三
二



そ
の
冒
頭
で
「
大
家
庭
裁
判
所
」
を
導
入
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い 

　
い
わ
ゆ
る
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
（
以
下
、
単
に
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
と
い
う
。）
に
よ
り
、
民
事
訴
訟
法
典
第
六
編
「
家
庭
事
件

の
手
続
」
に
関
す
る
規
定
（
六
〇
六
条
か
ら
六
八
七
条
ま
で
）
は
全
面
的
に
削
除
さ
れ
た
。
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
父
子
関
係
否
認
訴
訟

（
民
訴
法
旧
六
四
〇
条
二
項
四
号
）
を
み
る
と
、
民
法
の
規
定
（
一
五
九
九
条
か
ら
一
六
〇
〇
条
ｃ
ま
で
）
は
、
民
法
一
五
九
八
条
ａ
の
導
入

に
伴
う
否
認
期
間
の
停
止
規
定
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
五
項
）
や
最
近
の
法
改
正
に
よ
る
官
庁
の
否
認
権
限
の
規
定
（
民
法
一
六
〇
〇
条
一

項
五
号
）
を
除
く
と
、
ほ
ぼ
従
前
の
ま
ま
に
み
え
る
が
、
改
正
前
の
民
訴
法
典
中
の
名
称
「
親
子
関
係
事
件
（K

indschaftssachen

 
                
）」（
民
訴

法
旧
六
四
〇
条
二
項
）
は
、
い
ま
や
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
第
四
編
（
一
六
九
条
か
ら
一
八
五
条
ま
で
）
に
お
い
て
「
血
縁
関
係
事
件

（A
bstam

m
ungssachen

 
     
 
          
）」
と
い
う
名
称
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
一
一
一
条
は
「
家
庭
事
件
（Fam

iliensachen

   
           
）」

と
し
て
一
一
種
類
の
事
件
を
列
挙
し
て
い
る
が
、「
血
縁
関
係
事
件
」
も
そ
れ
に
属
す
る
（
三
号
）。
そ
う
し
た
血
縁
関
係
事
件
と
し
て
、
さ
ら

に
同
法
一
六
九
条
は
、
①
親
子
関
係
の
存
否
確
認
手
続
・
父
子
関
係
の
認
知
の
有
効
無
効
の
確
認
手
続
（
一
号
）、
②
ま
た
上
述
し
た
、
新
し

い
民
法
一
五
九
八
条
ａ
に
よ
る
遺
伝
子
検
査
の
同
意
お
よ
び
試
料
採
取
の
服
従
命
令
に
代
わ
る
許
可
（
二
号
）、
③
血
縁
鑑
定
ま
た
は
コ
ピ
ー

の
同
意
を
求
め
る
手
続
（
三
号
）
と
と
も
に
、
④
父
子
関
係
の
否
認
を
求
め
る
手
続
（
四
号
）
を
列
挙
し
て
い 

　
準ⅰ
 

血
縁
関
係
事
件
の
手
続
に
は
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
第
四
編
の
規
定
（
一
六
九
条
か
ら
一
八
五
条
ま
で
）
と
と
も
に
、
同
法
の
総

則
規
定
（
一
条
か
ら
四
八
条
ま
で
）
が
補
充
的
に
適
用
さ
れ
る
（
以
下
遠
で
は
、
特
に
示
さ
な
い
限
り
、
こ
の
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
の

条
文
で
あ
る
）。
立
法
理
由
書
は
、
血
縁
関
係
事
件
は
今
後
は
統
一
的
な
非
訟
事
件
手
続
に
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い 

た
だ
し
、
裁
判

所
構
成
法
二
三
条
ａ
に
よ
る
と
、
区
裁
は
「
家
庭
事
件
」
と
「
非
訟
事
件
」
を
管
轄
し
（
一
項
）、
さ
ら
に
非
訟
事
件
に
属
す
る
事
件
を
具
体

的
に
列
挙
し
て
い
る
が
（
二
項
一
号
か
ら
一
一
号
）、
そ
こ
に
は
「
血
縁
関
係
事
件
」
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
み
る
と
、
血
縁
関
係

（
　
）
１０９る
。

（
　
）
１１０る
。

（
　
）
１１１る
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

三
三
（
　
　
　
）

三
三



事
件
は
な
お
非
訟
事
件
と
区
別
さ
れ
て
い
る
が
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
に
も
と
で
の
手
続
を
み
る
と
、
民
訴
法
の
適
用
さ
れ
る
判
決
手

続
で
は
な
く
、
む
し
ろ
民
訴
法
と
と
も
に
刷
新
さ
れ
た
非
訟
事
件
手
続
法
が
適
用
さ
れ
る
非
訟
事
件
手
続
領
域
に
大
き
く
変
更
さ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ 

そ
の
限
り
で
、
訴
訟
事
件
の
非
訟
化
が
な
さ
れ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
証
拠
調
べ
な
ど
に
は

民
訴
法
の
規
定
が
準
用
さ
れ
る
。

　
手
続
規
定
を
概
観
す
る
と
、
①
第
一
審
裁
判
所
は
、
子
の
通
常
の
住
所
地
が
あ
る
土
地
の
裁
判
所
の
専
属
管
轄
に
属
す
る
（
一
七
〇
条
一
項
）。

事
物
管
轄
は
、
区
裁
ま
た
は
区
裁
家
事
部
（
家
裁
）
で
あ
り
（
裁
判
所
構
成
法
二
三
条
ａ
第
一
項
一
号
・
二
三
条
ｂ
第
一
項
一
文
）、
裁
判
官

（
司
法
補
助
官
で
は
な
い
）
の
管
轄
に
属
す
（
職
分
管
轄
）。
②
第
一
審
の
手
続
は
、
手
続
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
申
立
人
の
申
立
て
に
よ
っ
て

初
め
て
開
始
さ
れ
る
（
一
七
一
条
一
項
・
二
三
条
一
項
一
文
）。
手
続
上
、
申
立
人
の
相
手
方
と
い
う
概
念
は
も
は
や
存
在
せ
ず
、
し
た
が
っ
て
、

子
や
父
を
相
手
取
る
必
要
は
な
い
も
の
と
解
さ
れ
る
。
父
子
関
係
の
否
認
手
続
で
は
、
管
轄
裁
判
所
へ
の
適
時
の
申
立
て
が
あ
れ
ば
、
二
年
間

の
否
認
期
間
（
民
法
一
六
〇
〇
条
ｂ
第
一
項
一
文
）
は
遵
守
さ
れ
る
。
父
子
関
係
の
否
認
手
続
の
申
立
人
と
な
る
の
は
、
契
母
と
の
婚
姻
に
よ

り
父
と
推
定
さ
れ
る
男
（
夫
）（
民
法
一
五
九
二
条
一
号
、
一
五
九
三
条
）、
形
父
子
関
係
を
認
知
し
た
男
（
民
法
一
五
九
二
条
二
号
）、
径
子
、

お
よ
び
恵
母
で
あ
る
。
ま
た
慶
子
の
母
と
法
定
懐
胎
期
間
中
に
同
衾
（
性
的
交
渉
）
し
た
旨
宣
誓
に
代
わ
る
保
証
を
し
た
男
（
い
わ
ゆ
る
生
物

学
上
の
父
）（
民
法
一
六
〇
〇
条
一
項
二
号
）、
慧
滞
在
許
可
証
や
ド
イ
ツ
国
籍
の
取
得
を
目
的
と
し
た
濫
用
的
な
父
子
関
係
の
認
知
が
行
わ
れ

た
場
合
に
管
轄
官
庁
（
民
法
一
六
〇
〇
条
一
項
五
号
）
も
申
立
人
と
な
る
。

　
③
手
続
開
始
の
申
立
て
は
、
申
立
て
を
理
由
づ
け
る
事
実
と
証
拠
方
法
、
手
続
の
関
係
人
（B

eteiligter

 
          
）
と
考
え
ら
れ
る
人
物
を
特
定
し

て
行
う
の
が
原
則
で
あ
る
が
（
二
三
条
一
項
）、
父
子
関
係
の
否
認
手
続
の
申
立
て
に
お
い
て
は
、
手
続
の
目
標
お
よ
び
関
係
人
（die

    

betreffenen
Personen

                    
）
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
（
一
七
一
条
条
二
項
一
文
）、
さ
ら
に
民
法
一
六
〇
〇
条
一
項
一
号
か
ら
四
号
に
よ
る

（
　
）
１１２る
。

＜

論
　
　
説＞

修
道
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三
三
巻
　
一
号 

三
四
（
　
　
　
）

三
四



父
子
関
係
否
認
手
続
の
場
合
に
は
（
前
掲
契
か
ら
慶
ま
で
の
申
立
人
の
ケ
ー
ス
）、
父
子
関
係
を
否
定
す
る
事
情
と
、
そ
の
事
情
を
知
っ
た
時
期

を
申
し
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
七
一
条
二
文
）。
立
法
理
由
書
は
、
右
規
定
に
お
い
て
、
父
子
関
係
否
認
訴
訟
で
連
邦
裁
判
例
が
要
求

す
る
「
最
初
の
疑
い
」
の
要
件
（
い
わ
ゆ
る
詳
細
説
）
を
本
質
的
に
維
持
す
る
考
え
方
で
あ
る
と
述
べ
て
い 

理
由
書
は
そ
れ
に
つ
づ
け
て
、

た
だ
し
、
そ
う
し
た
事
情
の
陳
述
に
あ
ま
り
高
い
要
件
を
お
く
べ
き
で
は
な
く
、
申
し
立
て
た
事
情
が
、
父
子
関
係
の
不
存
在
を
蓋
然
性
が
あ

る
、
ま
た
は
圧
倒
的
に
蓋
然
性
が
あ
る
こ
と
ま
で
示
す
必
要
は
な
い
。
客
観
的
に
み
て
、
そ
の
事
情
が
父
子
関
係
に
つ
い
て
疑
い
を
生
じ
さ
せ
、

子
の
血
縁
関
係
が
異
な
る
可
能
性
が
ま
っ
た
く
あ
り
得
な
い
こ
と
も
な
い
と
思
わ
せ
れ
ば
足
り
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
事
情
が
申

し
立
て
ら
れ
た
と
き
は
、
裁
判
所
は
、
否
認
期
間
の
遵
守
の
問
題
を
含
め
て
、
職
権
で
解
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
参
照
し
た
文
献
は
、
お
お
む
ね
右
理
由
書
に
則
し
て
そ
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
み
え 

た
と
え
ば
、
自
分
は
子
の
父
で
は
な
く
、

裁
判
所
の
鑑
定
に
よ
っ
て
自
分
の
父
子
関
係
は
否
定
さ
れ
る
と
い
う
関
係
人
の
単
な
る
申
立
て
で
は
足
り
な
い
、
ま
た
懐
胎
期
間
中
の
妻
と
他

男
と
の
定
期
的
な
性
的
交
渉
や
否
認
の
申
立
人
は
父
で
は
な
い
と
の
母
の
陳
述
の
指
摘
が
あ
れ
ば
足
り
る
、
と
す
る
説
（E

.Stößer

 
        
）
が
あ 

た
だ
し
、
裁
判
外
で
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
、
最
初
の
疑
い
を
基
礎
づ
け
る
の
に
足
り
な
い
。
右
規
定
は
訓
示
規
定
で
あ
り
、
職

権
探
知
が
適
用
さ
れ
る
の
で
、
記
載
に
瑕
疵
が
あ
っ
た
り
、
十
分
な
記
載
が
な
い
と
き
も
、
裁
判
所
は
申
立
て
を
不
適
法
と
し
て
却
下
す
る
の

で
は
な
く
、
申
立
て
が
適
切
で
完
全
な
も
の
に
な
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
義
務
を
負
っ
て
い
る
（
二
八
条
一 

ま
た
申
立
人
も
事
実
関
係

の
解
明
に
協
力
す
る
義
務
を
負
っ
て
お
り
、
事
実
に
つ
い
て
完
全
で
真
実
に
即
し
た
陳
述
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
（
二
七
条
一
項
・
二
項
）。

裁
判
所
の
指
摘
に
も
か
か
わ
ら
ず
申
立
て
が
補
正
さ
れ
な
い
と
き
は
、
裁
判
所
は
申
立
て
を
不
適
法
と
し
て
却
下
し
て
よ 

　
申
立
て
が
あ
れ
ば
他
の
関
係
人
へ
の
通
知
（
一
五
条
三
項
）
は
、
特
に
父
子
関
係
の
否
認
手
続
で
は
否
認
期
間
の
遵
守
の
問
題
が
あ
る
た
め

必
ず
必
要
で
あ
る
と
さ
れ 

ま
た
裁
判
が
確
定
す
る
ま
で
、
申
立
て
を
取
り
下
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
申
立
人
の
形
式
的
な
陳
述
、
他
の
関

（
　
）
１１３る
。

（
　
）
１１４る
。

（
　
）
１１５る
。

（
　
）
１１６項
）。

（
　
）
１１７い
。

（
　
）
１１８る
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

三
五
（
　
　
　
）

三
五



係
人
の
同
意
は
要
ら
な
い
と
解
さ
れ
る
（
三
五
条
一
項
）。

　
④
す
べ
て
の
血
縁
関
係
事
件
に
お
い
て
、
子
、
母
、
お
よ
び
父
は
手
続
に
必
ず
関
与
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
七
二
条
一 

そ
の
結
果
、

両
親
は
ど
ち
ら
も
手
続
上
、
対
等
な
法
的
地
位
に
た
つ
こ
と
に
な
る
。
未
成
年
の
子
は
手
続
能
力
が
な
く
、
法
定
代
理
人
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
九
条
二
項
）。
法
律
上
の
父
、
子
ま
た
は
母
か
ら
の
否
認
手
続
に
お
い
て
、
生
物
学
上
の
父
は
そ
の
手
続
に
関
係
人
と

し
て
関
与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
否
認
手
続
に
お
い
て
申
立
て
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
そ
の
後
の
父
子
関
係
確
認
手
続
に
よ
っ
て
そ
の
法
的

権
利
は
保
護
さ
れ
る
か
ら
で
あ 

生
物
学
上
の
父
は
、
血
縁
関
係
の
解
明
手
続
（
民
法
一
五
九
八
条
ａ
）
に
も
関
係
人
と
し
て
関
与
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

　
⑤
裁
判
所
は
、
血
縁
関
係
に
つ
い
て
証
拠
調
べ
を
す
る
に
先
立
っ
て
、
期
日
に
お
い
て
関
係
人
と
事
件
に
つ
い
て
討
論
す
べ
き
も
の
と
さ
れ

る
（
一
七
五
条
一
項
）。
こ
れ
は
、
と
り
わ
け
血
縁
鑑
定
を
依
頼
す
る
前
に
、
否
認
期
間
の
遵
守
に
つ
い
て
解
明
す
る
場
合
に
必
要
で
あ
る
。

関
係
人
の
血
縁
検
査
受
忍
義
務
は
、
そ
の
検
査
が
「
必
要
な
」
限
り
で
の
み
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
（
一
七
八
条
一
項
）、
父
子
関
係
確
認
の

申
立
て
が
不
適
法
ま
た
は
有
理
性
を
欠
い
て
い
る
と
し
て
、
鑑
定
の
実
施
が
必
要
な
い
と
き
は
、
検
査
を
拒
否
す
る
権
利
が
認
め
ら
れ
る
。
ま

た
討
論
期
日
は
、
不
必
要
な
鑑
定
費
用
の
発
生
を
避
け
た
り
、
検
査
の
対
象
者
を
誰
に
す
る
か
な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る
た
め
に
も
用
い
ら
れ

 

こ
れ
を
討
論
期
日
の
フ
ィ
ル
タ
ー
機
能
と
呼
ぶ 

あ
る
。

　
⑥
血
縁
関
係
事
件
に
は
職
権
探
知
主
義
が
適
用
さ
れ
る
（
二
六
条
）。
契
血
縁
関
係
の
問
題
や
否
認
期
間
の
徒
過
に
つ
い
て
は
、
関
係
人
の
主

張
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
、
原
則
と
し
て
職
権
で
探
知
さ
れ
る
。
関
係
人
に
よ
る
申
立
て
の
認
諾
に
基
づ
い
て
裁
判
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

自
白
の
拘
束
力
も
生
じ
な
い
。
た
だ
し
、
旧
法
と
同
様
に
（
民
訴
法
旧
六
四
〇
条
ｄ
第
一
項
）、
片
面
的
な
職
権
探
知
の
原
則
（
一
七
七
条
一

項
）
は
維
持
さ
れ
て
い 

し
た
が
っ
て
、
父
子
関
係
に
つ
い
て
疑
問
を
生
じ
さ
せ
る
事
情
は
、
職
権
で
探
知
し
て
は
な
ら
な
い
し
、
関
係
人

（
　
）
１１９項
）。

（
　
）
１２０る
。

（
　
）
１２１る
。

（
　
）
１２２説
が

（
　
）
１２３る
。

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
一
号 

三
六
（
　
　
　
）

三
六



の
申
し
立
て
て
い
な
い
事
実
は
、
否
認
の
申
立
人
が
そ
の
し
ん
酌
に
反
対
し
て
い
な
い
と
き
で
も
、
し
ん
酌
し
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
否
認
期

間
の
徒
過
の
調
査
は
子
の
身
分
を
維
持
す
る
こ
と
に
役
立
つ
の
で
、
関
係
人
の
主
張
が
な
い
と
き
も
、
裁
判
所
は
職
権
で
し
ん
酌
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
形
血
縁
関
係
事
件
の
手
続
に
お
け
る
血
縁
関
係
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
常
に
民
訴
法
の
規
定
に
よ
る
正
規
の
証
拠
調
べ
（eine

förm
liche

         
      

B
ew
eisaufnahm

e

 
  
          
 
）
と
し
て
行
わ
れ
る
（
一
七
七
条
二
項
一
文
）。
厳
格
な
証
明
の
規
定
に
服
す 

す
な
わ
ち
血
縁
問
題
の
重
要
性
か
ら
自

由
な
証
明
は
排
斥
す
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
父
子
関
係
の
否
認
手
続
（
民
法
一
五
九
二
条
一
号
、
一
六
〇
〇
条
一
項
一
号
）

に
お
い
て
血
縁
鑑
定
が
実
施
さ
れ
な
い
の
は
、
他
男
と
の
父
子
関
係
に
つ
い
て
関
係
人
の
申
立
て
が
一
致
し
て
お
り
、
夫
婦
の
長
期
間
の
別
居

な
ど
客
観
的
な
事
情
が
十
分
に
確
実
で
あ
る
よ
う
な
例
外
的
ケ
ー
ス
に
限
ら
れ
る
。
他
方
、
関
係
人
全
員
の
一
致
が
あ
る
場
合
、
つ
ま
り
関
係

人
が
他
の
関
係
人
の
同
意
を
得
て
収
集
さ
れ
た
鑑
定
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
は
、
そ
の
鑑
定
に
お
け
る
認
定
の
正
当
性
と
完
全
性
に
疑
問
を
抱

か
ず
、
関
係
人
も
そ
れ
に
同
意
し
て
い
る
と
き
は
、
鑑
定
人
に
よ
る
鑑
定
に
代
え
て
右
鑑
定
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
七
七
条
二
項
二

 

裁
判
所
に
よ
る
鑑
定
費
用
を
節
約
す
る
趣
旨
と
さ
れ 

こ
れ
に
よ
り
、
関
係
人
の
間
で
同
意
に
基
づ
き
裁
判
外
で
収
集
さ
れ
た
私
的

鑑
定
を
手
続
で
も
利
用
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
が
（
な
お
、
父
子
関
係
鑑
定
の
合
意
の
拘
束
力
が
問
題
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
、
前

掲
連
邦
裁
二
〇
〇
六
年
一
二
月
六
日
判
決
、
三
２
印
、
修
道
法
学
三
〇
巻
一
号
一
〇
五
頁
以
下
参
照
）、
裁
判
外
で
秘
密
に
実
施
・
収
集
さ
れ
た

Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
そ
の
対
象
外
で
あ
る
。
な
お
、
前
述
し
た
よ
う
に
法
律
効
果
を
伴
わ
な
い
血
縁
関
係
解
明
手
続
（
民
法
一
五
九
八
条
ａ
）
で
は
、

裁
判
所
は
血
縁
関
係
に
つ
い
て
証
拠
調
べ
を
せ
ず
、
当
事
者
の
私
鑑
定
の
収
集
に
委
ね
ら
れ
る
た
め
、
一
七
七
条
二
項
は
右
手
続
を
引
用
し
て

い
な
い
。

　
径
訴
訟
手
続
に
お
け
る
強
制
的
な
血
縁
鑑
定
に
つ
い
て
は
民
訴
法
三
七
二
条
ａ
が
規
定
し
て
い
た
が
、
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
に
よ
っ

（
　
）
１２４る
、

（
　
）
１２５文
）。

（
　
）
１２６る
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

三
七
（
　
　
　
）

三
七



て
民
訴
法
三
七
二
条
ａ
の
従
来
の
法
文
は
変
更
さ
れ
、
同
時
に
、
血
縁
関
係
事
件
の
手
続
中
に
お
い
て
も
右
民
訴
法
三
七
二
条
ａ
と
同
じ
文
言

の
法
文
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
一
七
八
条
お
よ
び
改
正
さ
れ
た
新
た
な
民
訴
法
三
七
二
条 

つ
ぎ
の
よ
う
な

条
文
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
血
縁
関
係
の
認
定
に
必
要
な
限
り
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
者
は
、
期
待
で
き
な
い
場
合
を
除
い
て
、
検
査
、
特
に

血
液
試
料
の
採
取
に
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
一
七
八
条
一
項
）。
民
訴
法
三
八
六
条
か
ら
三
九
〇
条
ま
で
の
規
定
（
証
人
の
証
言
拒
絶
権

と
そ
の
手
続
に
関
す
る
規
定
─
筆
者
）
は
準
用
さ
れ
る
。
検
査
が
繰
り
返
し
不
当
に
拒
絶
さ
れ
た
場
合
に
は
、
直
接
的
な
強
制
も
適
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
、
特
に
検
査
の
た
め
に
勾
引
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
七
八
条
二
項
）。

　
第
一
項
は
、
関
係
人
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
者
に
血
縁
検
査
の
服
従
義
務
を
定
め
て
い
る
。
あ
る
説
（I.Fritsche

           
）
に
よ
る
と
、
認
定

の
必
要
性
に
つ
い
て
は
、
今
日
の
学
問
レ
ヴ
ェ
ル
に
よ
る
と
、
原
則
と
し
て
身
体
細
胞
の
採
取
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
同
一
性
認
定
を
実
施
す
る
た
め
に
必

要
で
あ
り
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
は
今
日
で
は
、
も
は
や
補
充
的
な
意
義
を
有
す
る
だ
け
で
は
な
い
、
た
だ
し
、
他
の
方
法
で
血
縁
関
係
が
確
認
で
き

る
場
合
、
検
査
の
必
要
性
は
な
く
、
検
査
が
不
要
で
あ
れ
ば
関
係
人
は
拒
絶
権
を
有
す
る
と
す 

こ
れ
に
対
し
、
検
査
は
通
常
は
他
の
証
明

の
可
能
性
が
尽
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
説 

も
あ
る
。
こ
の
説
に
よ
る
と
、
検
査
が
被
検
査
者
の
健
康
を
害
す
る
よ
う
な

効
果
を
及
ぼ
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
鑑
定
の
レ
ヴ
ェ
ル
か
ら
し
て
、
採
取
試
料
は
ご
く
微
量
の
血
液
で
あ
っ
て
、
健
康
被
害
は
実
際
上
は
ほ
と

ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
。

　
第
二
項
は
民
訴
法
の
証
言
拒
絶
権
の
規
定
（
三
八
六
条
か
ら
三
九
〇
条
）
を
準
用
し
て
い
る
が
、
そ
の
趣
旨
は
、
検
査
が
拒
絶
さ
れ
た
場
合

の
手
続
方
法
い
か
ん
に
関
す
る
問
題
を
規
制
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
解
さ
れ 

関
係
人
が
検
査
を
拒
絶
し
た
場
合
、
中
間
の
争
い
と
し
て
、

裁
判
所
は
関
係
人
を
審
尋
し
た
う
え
で
決
定
に
よ
り
裁
判
す
る
（
民
訴
法
三
八
七
条
一
項
・
三
項
）。
決
定
に
対
し
て
は
、
関
係
人
は
二
週
間

以
内
に
即
時
抗
告
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
関
係
人
が
拒
絶
の
理
由
を
示
さ
ず
に
、
ま
た
は
重
要
で
な
い
と
確
定
的
に
判
断
さ
れ
た
理
由
に
基

（
　
）
１２７ａ
は
、

（
　
）
１２８る
。

 

（
　
）   
１２８

（E
.Stößer

 
        
）

（
　
）
１３０る
。
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づ
い
て
検
査
が
拒
絶
さ
れ
た
場
合
、
強
制
的
な
手
段
（
拒
絶
に
よ
り
生
じ
た
費
用
の
負
担
、
秩
序
金
ま
た
は
秩
序
拘
禁
）
が
命
ぜ
ら
れ
る
（
民

訴
法
三
九
〇
条
一
項
・
二
項
一
文
準
用
）。
拒
絶
が
繰
り
返
さ
れ
た
場
合
に
は
、
直
接
強
制
、
特
に
執
行
官
の
勾
引
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る

（
民
訴
法
三
九
〇
条
二
項
二
文
、
一
七
八
条
二
項
二
文
）。

　
⑦
血
縁
関
係
事
件
に
お
け
る
終
局
的
な
裁
判
は
、
決
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
（
三
八
条
一
項
）。
決
定
に
は
必
ず
理
由
を
付
し
て
（
三
八
条
三

項
一
文
）、
不
服
申
立
て
に
つ
い
て
関
係
人
に
教
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
三
九
条
）。
血
縁
関
係
事
件
の
裁
判
は
確
定
と
同
時
に
効
力
を
生

じ
、
変
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
一
八
四
条
一 

血
縁
関
係
に
つ
い
て
裁
判
し
た
決
定
が
確
定
す
る
と
、
右
決
定
は
対
世
的
効
力
を
生

ず
る
（
一
八
四
条
二
項
）。
こ
れ
に
よ
り
異
な
っ
た
身
分
関
係
の
裁
判
は
で
き
な
く
な
り
、
血
縁
関
係
が
問
題
と
な
る
他
の
手
続
に
も
そ
の
効

力
は
及
ぶ
。

　
⑧
確
定
し
た
終
局
的
な
手
続
の
再
審
は
、
民
訴
法
第
四
編
の
規
定
を
準
用
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
る
（
四
八
条
二
項
）。
家
庭
非
訟
事
件
手

続
改
革
法
一
八
五
条
は
、
民
訴
法
五
八
〇
条
の
再
審
事
由
（
原
状
回
復
事
由
）
に
加
え
て
、
父
子
関
係
事
件
に
お
け
る
新
た
な
鑑
定
に
基
づ
く

再
審
（
原
状
回
復
）
に
関
す
る
規
定
（
民
訴
法
旧
六
四
一
条
ⅰ
）
に
な
ら
っ
て
、
血
縁
関
係
に
つ
い
て
裁
判
し
た
確
定
し
た
決
定
に
対
す
る
再

審
（
原
状
回
復
）
規
定
を
お
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
関
係
人
は
、
単
独
で
ま
た
は
前
手
続
で
提
出
さ
れ
た
証
拠
と
結
び
付
い
て
別
の
裁
判
を

も
た
ら
す
と
思
わ
れ
る
血
縁
関
係
に
つ
い
て
の
新
た
な
鑑
定
を
提
出
し
た
と
き
に
、
再
審
の
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
一
八
五
条
一
項
）。

再
審
の
申
立
て
は
前
手
続
で
申
立
て
を
認
容
さ
れ
た
関
係
人
も
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
（
同
条
二
項
）、
再
審
の
訴
え
に
関
す
る
規
定
（
民
訴

法
五
八
六
条
）
は
こ
こ
で
は
適
用
さ
れ
な
い
（
同
条
四
項
）。

　
民
訴
法
旧
六
四
一
条
ⅰ
の
再
審
の
訴
え
（
原
状
回
復
の
訴
え
）
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
が
こ
の
訴
え
を
提
起
す
る
た
め
に
新
し
い
鑑
定
を
入

手
す
る
手
段
が
な
い
と
の
問
題
が
あ
っ 

民
法
一
五
九
八
条
ａ
（
血
縁
関
係
の
解
明
手
続
）
の
導
入
に
よ
り
、
再
審
の
申
立
て
を
し
よ
う
と

（
　
）
１３１項
）。

（
　
）
１３２た
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

三
九
（
　
　
　
）

三
九



す
る
関
係
人
は
、
血
縁
検
査
の
同
意
お
よ
び
検
査
試
料
の
採
取
を
求
め
る
請
求
権
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
右
問
題
を
克
服
す
る
途
が
開
か
れ

た
も
の
と
解
さ
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
否
認
期
間
の
徒
過
を
理
由
に
否
認
の
申
立
て
を
却
下
し
た
決
定
に
対
し
て
は
、
右
手
続
に
よ
り
血
縁
関
係

が
否
定
さ
れ
た
と
き
も
、
原
状
回
復
の
申
立
て
は
で
き
な
い
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
（
こ
の
点
は
次
稿
の
五
部
分
で
さ
ら
に
検
討
を
予
定
）。

　
最
近
の
ド
イ
ツ
法
の
法
改
革
を
概
観
し
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
秘
密
に
実
施
・
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
が
父
子
関
係
否
認
訴
訟
で
用
い
ら

れ
た
連
邦
裁
〇
五
年
判
決
の
よ
う
な
事
案
に
対
し
、
ド
イ
ツ
の
立
法
者
は
、
①
ま
ず
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
秘
密
の
実
施
に
つ
い
て
、
検
査
を
受
け
る

者
の
同
意
を
必
須
の
要
件
と
し
て
、
そ
の
違
反
者
に
は
相
当
に
厳
し
い
刑
事
制
裁
を
予
告
す
る
形
で
法
規
制
を
行
っ
て
い
る
。
②
ま
た
父
子
関

係
否
認
訴
訟
（
現
在
は
父
子
関
係
の
否
認
手
続
）
と
は
別
に
、
法
律
効
果
を
生
じ
な
い
父
子
関
係
の
解
明
手
続
を
定
め
て
、
連
邦
憲
法
裁
〇
七

年
の
違
憲
判
決
の
要
請
に
応
え
て
い
る
。
こ
の
手
続
は
血
縁
問
題
に
つ
い
て
裁
判
所
外
で
自
主
的
な
解
決
機
能
を
果
た
す
と
と
も
に
、
血
縁
検

査
の
同
意
・
試
料
採
取
の
争
い
（
血
縁
関
係
事
件
）
は
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
の
適
用
さ
れ
る
非
訟
事
件
手
続
と
し
て
解
決
し
、
そ
の
後

に
父
子
関
係
の
否
認
手
続
が
生
じ
た
と
き
は
、
そ
の
証
拠
収
集
手
続
と
し
て
の
機
能
が
期
待
で
き
よ
う
。
③
さ
ら
に
父
子
関
係
の
否
認
訴
訟
は
、

民
訴
法
の
適
用
さ
れ
る
判
決
手
続
に
よ
ら
ず
、
改
正
さ
れ
た
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
を
適
用
し
て
、
家
裁
へ
の
申
立
人
の
申
立
て
に
よ
り

開
始
し
、
関
係
人
が
関
与
し
て
職
権
探
知
主
義
が
適
用
さ
れ
る
決
定
手
続
と
し
て
改
組
さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
よ
う
に
そ
の
大
要
を
理
解
し
た

が
、
大
き
な
誤
解
を
し
て
お
れ
ば
ご
容
赦
を
願
い
、
別
の
機
会
に
訂
正
さ
せ
て
頂
き
た
い
。
ま
た
こ
れ
ら
の
法
改
正
の
個
別
的
な
検
討
や
学
説

の
評
価
も
加
え
た
論
究
も
、
別
の
機
会
に
譲
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

（
以
下
、
次
号
に
続
く
）
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     tungsverfahren,Teil1,FuR

2008,S.

                 
          
         330

    .  

６０
（
　
）　V

gl.Jauernig,ZPR
,K
ap.6,§39

III,

 
                 
   
               S.168

       .  

６１
（
　
）　A

.Stylianidis,R
echtsfolgen

private

 
                
                   r

Vaterschaftsbegutachtung,2005,S.

   
                                 189.

      
同
書
は
、
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
大
学
二
〇
〇
五
年
夏
学
期

６２
に
提
出
さ
れ
た
デ
ッ
セ
ル
タ
ツ
ィ
オ
ー
ン
で
あ
る
。

（
　
）　Stylianidis,a.a.O

.,S.172ff

                    
           .  

６３
（
　
）　
刑
訴
法
二
四
四
条
は
証
拠
調
べ
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。
証
拠
調
べ
は
被
告
人
尋
問
の
後
に
行
う
こ
と
（
一
項
）、
裁
判
所
は
真
実
探
知
の
た
め
に
、
職

６４
権
に
よ
り
裁
判
に
重
要
な
事
実
お
よ
び
証
拠
方
法
は
す
べ
て
証
拠
調
べ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
二
項
）
と
い
う
規
定
に
続
き
、
三
項
は
、
①
証
拠
申

立
て
は
、
証
拠
の
取
調
べ
が
不
適
法
で
あ
る
と
き
に
、
却
下
（ablehnen

        
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
外
に
証
拠
申
出
を
却
下
し
て
よ
い
場
合
と

し
て
、
同
項
は
、
②
公
知
な
た
め
に
証
拠
調
べ
が
不
要
な
と
き
、
③
要
証
事
実
が
裁
判
に
と
っ
て
意
味
が
な
い
か
、
す
で
に
証
明
さ
れ
て
い
る
と
き
、
④

証
拠
方
法
が
ま
っ
た
く
不
適
切
な
も
の
か
、
入
手
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
き
、
⑤
証
拠
申
立
て
が
訴
訟
手
続
の
遅
延
を
目
的
と
し
て
な
さ
れ
た
と
き
、

⑥
被
告
人
の
免
責
の
た
め
に
証
明
さ
れ
る
重
要
な
主
張
に
つ
き
、
当
該
主
張
の
事
実
は
真
実
と
み
な
し
う
る
と
き
、
を
規
定
し
て
い
る
。

（
　
）　Stylianidis,a.a.O

.,S.174ff

                    
           .  

６５
（
　
）　Stylianidis,a.a.O

.,S.176ff

                    
           .  

６６
（
　
）　Stylianidis,a.a.O

.,S.180ff

                    
           .  

６７
（
　
）　
否
認
訴
訟
の
訴
え
の
有
理
性
審
査
に
お
け
る
単
純
主
張
説
と
詳
細
説
の
対
立
に
つ
い
て
は
、
豊
田
「
職
権
探
知
主
義
に
関
す
る
一
考
察
―
ド
イ
ツ
嫡

６８
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

四
一
（
　
　
　
）

四
一



出
否
認
訴
訟
に
み
る
訴
え
の
申
立
て
の
具
体
化
責
任
─
」
小
島
武
司
先
生
古
稀
祝
賀
〈
続
〉『
権
利
実
効
化
の
た
め
の
法
政
策
と
司
法
改
革
』
一
〇
二

五
頁
、
特
に
一
〇
三
三
頁
以
下
（
商
事
法
務
、
二
〇
〇
九
年
）
参
照
。
以
下
、
豊
田
「
職
権
探
知
主
義
」
小
島
先
生
古
稀
〈
続
〉
と
略
し
て
引
用
す
る
。

（
　
）　Stylianidis,a.a.O

.,S.184f
                    
          .  

６９
（
　
）　
連
邦
デ
ー
タ
保
護
法
一
四
条
一
項
に
よ
る
と
、
個
人
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
蓄
積
・
加
工
・
利
用
は
、
責
任
機
関
の
任
務
の
履
行
に
必
要
で
あ
り
、
か

７０
つ
、
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
た
め
に
行
わ
れ
る
と
き
は
、
適
法
で
あ
る
が
、
デ
ー
タ
収
集
が
先
に
行
わ
れ
て
い
な
い
と
き
は
、
調
査
の
た
め
に
の
み
デ
ー

タ
を
加
工
ま
た
は
利
用
し
て
よ
い
。
ま
た
同
法
二
九
条
一
項
に
よ
る
と
、
引
渡
し
を
目
的
と
す
る
個
人
に
関
す
る
デ
ー
タ
の
業
務
上
の
調
査
・
蓄
積
は
、

特
に
そ
れ
が
宣
伝
、
興
信
所
の
活
動
ま
た
は
住
所
に
関
す
る
商
売
に
用
い
ら
れ
る
場
合
に
、
関
係
者
が
調
査
・
蓄
積
・
加
工
を
禁
止
す
る
に
つ
き
保
護

す
べ
き
利
益
を
有
し
て
い
る
思
わ
れ
る
理
由
が
な
い
と
き
、
ま
た
は
、
デ
ー
タ
が
一
般
的
に
ア
ク
セ
ス
が
で
き
る
情
報
源
か
ら
収
集
で
き
る
、
も
し
く

は
責
任
機
関
が
公
表
す
る
と
思
わ
れ
る
と
き
、
適
法
で
あ
る
、
た
だ
し
、
調
査
、
蓄
積
ま
た
は
加
工
を
禁
止
す
る
に
つ
き
、
関
係
者
の
保
護
す
べ
き
利

益
が
明
ら
か
に
上
回
っ
て
い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
、
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。

（
　
）　
こ
の
説
に
よ
る
と
（Stylianidis,a.a.O
.,S.147ff.

                    
            
）、
①
調
査
機
関
が
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
を
行
う
前
に
子
が
そ
れ
を
知
っ
た
場
合
に
、
違
法
な
Ｄ
Ｎ
Ａ

７１
鑑
定
実
施
の
お
そ
れ
が
将
来
存
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
父
お
よ
び
そ
の
調
査
機
関
に
対
し
、
民
法
一
〇
〇
四
条
一
項
二
文
の
類
推
適
用

（
所
有
権
の
侵
害
が
継
続
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
、
所
有
権
者
か
ら
の
差
止
請
求
）
に
よ
り
、
差
止
請
求
が
で
き
る
。Stylianidis,a.a.O

.,S.151ff.

 
                   
             

仮
処
分
（
民
訴
法
九
三
五
条
・
九
四
〇
条
）
も
で
き
る
。
し
か
し
妨
害
排
除
請
求
権
（
連
邦
デ
ー
タ
保
護
法
七
条
一
項
（
責
任
機
関
の
損
害
賠
償
義

務
）
お
よ
び
民
法
一
〇
〇
四
条
一
項
一
文
（
妨
害
排
除
請
求
権
）・
民
法
八
二
三
条
（
損
害
賠
償
請
求
権
）
の
類
推
適
用
）
に
つ
い
て
は
、
特
定
の
ケ
ー

ス
で
責
任
機
関
に
人
的
デ
ー
タ
の
訂
正
・
消
去
・
封
鎖
を
義
務
づ
け
て
い
る
連
邦
デ
ー
タ
保
護
法
三
五
条
を
理
由
に
、
否
定
す
る
。
な
お
、
民
法
一
〇

〇
四
条
の
法
文
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注
（
　
）
を
参
照
。

７３

　
②
他
方
で
、
子
が
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
実
施
前
に
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
と
き
は
、
精
神
的
損
害
に
つ
き
損
害
賠
償
請
求
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
連
邦
デ
ー

タ
保
護
法
に
よ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
基
本
法
二
条
一
項
・
一
条
一
項
お
よ
び
民
法
八
二
三
条
一
項
に
基
づ
く
と
解
し
て
い
る
。Stylianidis,a.a.O

.,

 
                   
   

S.156ff

        .  

　
③
母
は
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
試
料
を
提
出
し
て
い
な
い
限
り
、
秘
密
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
に
直
接
の
利
害
関
係
を
も
た
な
い
が
、
子
の
監
護
権
を
有
し
て
い
る

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
一
号 

四
二
（
　
　
　
）

四
二



と
き
は
、
そ
の
同
意
の
回
避
は
監
護
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
り
、
民
法
一
〇
〇
四
条
一
項
二
文
・
八
二
三
条
の
類
推
適
用
に
よ
り
差
止
請
求
が
で
き

る
。
た
だ
し
、
母
は
原
則
と
し
て
、
子
の
血
縁
関
係
を
開
示
す
べ
き
義
務
が
あ
る
と
し
て
、
非
財
産
的
損
害
賠
償
請
求
は
で
き
な
い
と
す
る
。 

Stylianidis,a.a.O
.,S.167ff

                    
           .  

（
　
）　S.B

.R
eichenbach,A

cP
B
d.206

(2006

    
   
             
    
            ),S.598ff

            .  

７２
（
　
）　
民
法
一
〇
〇
四
条
一
項
は
、「
所
有
者
が
占
有
の
侵
奪
若
し
く
は
留
保
以
外
の
方
法
に
よ
り
侵
害
さ
れ
た
と
き
は
、
所
有
者
は
、
侵
害
者
に
対
し
て
、

７３
侵
害
の
除
去
を
請
求
で
き
る
。
侵
害
が
さ
ら
に
継
続
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
所
有
者
は
、
差
止
め
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
規
定
す

る
。

（
　
）　R

eichenbach,a.a.O
.,S.61ff.

 
                   
            
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
説
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、S.B

.R
eichenbach,§1004

B
G
B
als
G
ru

 
   
   
                   
 
 
      
  ndlage

von
B
ew
eis

            
  
   -  

７４verboten,2004,S,1ff.

                       
（
ギ
ー
セ
ン
大
学
二
〇
〇
三
年
・
〇
四
年
冬
学
期
に
提
出
さ
れ
た
デ
ッ
セ
ル
タ
ツ
ィ
オ
ー
ン
）
で
す
で
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

同
書
の
最
後
に
付
随
的
な
形
で
、
違
法
に
収
集
さ
れ
た
情
報
が
自
身
の
訴
訟
上
の
主
張
ま
た
は
証
拠
方
法
と
し
て
私
的
自
治
的
に
利
用
さ
れ
る
の
を
禁

止
す
る
基
礎
は
、
民
法
一
〇
〇
四
条
の
類
推
に
よ
る
民
法
上
の
妨
害
排
除
請
求
権
（A

bw
ehranspruch

 
  
           
）
以
外
に
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
（
二

一
五
頁
以
下
）、
そ
れ
以
上
に
秘
密
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
・
訴
訟
外
の
利
用
に
つ
い
て
は
ま
だ
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。
同
書
を
評
価
的
に
紹
介
・

検
討
し
た
わ
が
国
の
学
説
と
し
て
、
河
野
憲
一
郎
「
ド
イ
ツ
民
事
訴
訟
法
理
論
に
お
け
る
違
法
収
集
証
拠
排
除
論
の
新
た
な
展
開
─R

eichenbach:

               

§1004B
G
B
als
G
rundlage

von
B
ew
eisver

      
 
 
      
              
  
      boten,2004

           

の
紹
介
を
中
心
と
し
て
─
」
商
学
討
究
五
六
巻
二
三
号
三
〇
三
頁
以
下
が
あ
る
。

（
　
）　
同
様
に
、
本
件
は
国
家
に
よ
る
基
本
権
侵
害
で
は
な
く
、
私
人
間
の
侵
害
ケ
ー
ス
で
あ
る
と
み
て
、
判
旨
の
問
題
点
を
指
摘
す
る
の
は
、J.

F.

 
     

７５Lindner,G
erichtliche

Verw
ertbarkeit

          
             
   
          

heim
licher

D
N
A
-Vaterschaftstests?,

     
        
 
 
  
                   N

V
w
Z
2005,S.774f

 
 
 
               .  

（
　
）　R

eichenbach,a.a.O
.,S.621f

 
                   
          .  

７６
（
　
）　
わ
が
国
で
は
、
河
野
憲
一
郎
「
違
法
収
集
証
拠
を
め
ぐ
る
訴
訟
当
事
者
間
の
法
律
関
係
」
立
教
法
学
六
四
号
一
〇
〇
頁
以
下
、
特
に
一
四
〇
頁
、
一

７７
四
五
頁
が
、
挙
証
者
の
証
拠
提
出
に
よ
り
人
格
的
利
益
を
侵
害
さ
れ
る
当
事
者
か
ら
の
証
拠
抗
弁
を
認
め
、
証
拠
排
除
手
続
は
実
体
法
上
の
差
止
請
求

権
に
代
替
す
る
訴
訟
内
紛
争
の
解
決
手
段
と
い
う
考
え
方
を
主
張
し
て
お
ら
れ
る
。

（
　
）　F.B

rosius-G
ersdorf,Vaterschaftstes

    
        
          
              ts,2006,S.55ff.

                   
に
よ
る
と
、
子
の
身
体
か
ら
分
離
し
た
細
胞
組
織
は
放
棄
さ
れ
て
無
主
物
に
な
る
か
、 

７８
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

四
三
（
　
　
　
）

四
三



所
有
権
放
棄
が
推
論
さ
れ
る
状
態
で
あ
り
、
通
常
は
ゴ
ミ
と
し
て
処
分
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
身
体
組
織
の
取
得
や
利
用
は
、
子
の
所
有
の
自
由 

と
い
う
基
本
権
（
基
本
法
一
四
条
一
項
）
を
侵
害
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、C

.
B
ohnert,

Zur
Zulässigkeit

private

 
   
                                r   

Vaterschafts,FPR
2002,S.387

 
                
             

も
、
刑
法
上
の
問
題
点
を
検
討
す
る
際
に
、
そ
の
よ
う
な
試
料
に
つ
い
て
の
所
有
権
を
認
め
て
い
な
い
。

（
　
）　
豊
田
「
職
権
探
知
主
義
」
小
島
先
生
古
稀
〈
続
〉
は
、
遺
憾
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
法
改
革
に
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
主
と
し
て
、
右
論

７９
文
の
校
了
か
ら
相
当
の
年
月
が
経
っ
た
た
め
に
、
も
は
や
こ
れ
ら
法
改
革
の
動
向
に
つ
い
て
筆
者
の
研
究
不
足
も
あ
り
加
筆
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
を
借
り
て
、
拙
稿
を
お
読
み
頂
い
た
先
生
方
に
お
詫
び
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
　
）　H

.B
orth,E

inführung
in
das
G
esetz

z

 
   
       
                  
       ur

R
eform

des
V
erfahrens

in
Fam
ilien

    
     
      
                
     sachen

und
in
den
A
ngelegenheiten

de

                   
                 r

freiw
illigen

       
        

８０G
erichtsbarkeit

v.17.12.2008
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-R
eform

G
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R
Z
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 kete-D

om
bek/K

.T
ürck-B

rocker,D
as
Fa

      
  
     
   
      
         
     m

FG
,N
JW

 
  
   
  
 

2009,S.2769.

               
実
務
家
や
マ
ス
コ
ミ
も
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
に
よ
る
法
改
革
を
「
大
家
庭
裁
判
所
」
の
創
設
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
。vgl.z.

 
       

B
.http://w

w
w
.fam
ilienrecht.de/fam

fg

 
          
 
 
    
                 
  -fam
ilienverfahrensgesetz/grosses-fa

    
                                m

iliengericht-durch-das-neue-fam
fg

 
                               
  /  

http://w
w
w
.justiz.bayern.de/gericht/

        
 
 
                          ag/m

/presse/archiv/2009/02205
    
                         /  

（
　
）　
連
邦
憲
法
裁
〇
七
年
判
決
の
判
旨
の
概
要
は
、
修
道
三
〇
巻
二
号
二
六
七
頁
以
下
参
照
。

８１
（
　
）　G

esetzentw
urf
der
B
undesregierung,E

 
         
         
                 

ntw
urf
eines

G
esetzes

zur
K
lärung

de
   
           
             
         r

Vaterschaft
unabhängig

vom
A
nfecht

   
                         
  
      ungsver

       -  

８２fahren,B
undestags

D
rucksache

16/656

         
           
                1,B

egrundung,A
.A
llgem

einer
T
eil,

    
            
   
     
       
     S.8f.

      
立
法
者
の
い
う
、
家
庭
や
社
会
で
の
対
話
の
促
進
の
規

制
目
的
に
つ
い
て
は
、vgl.D

.Schw
ab,A

bstam
m
ungsk

 
     
      
     
     
 
     l  ärunglicht

gem
acht

O
der:N

euer
D
ialo

              
      
      
      
    g

in
der
Fam
ilie,Fam

R
Z
2008,S.23f

            
         
 
              f  .  

（
　
）　
そ
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
修
道
法
学
三
〇
巻
二
号
二
九
〇
頁
注
（
２
）
参
照
。

８３
（
　
）　
参
照
し
た
文
献
と
し
て
は
、S.W

illutzki,H
eim
liche

Vaterschaftt

 
   
           
   
       
           ests

      
─A

nstoß
für
den
G
esetzgerber,ZR

P

    
               
               
  2007,S.180ff.;H

.B
orth,

                  
   
      

８４D
as
V
erfahren

zum
E
ntw
urfeines

G
ese

 
    
            
  
   
           
   tzes

zur
K
lärung

der
A
bstam

m
ung
unab

          
            
     
 
        hängig

vom
A
nfechtungsverfahren

gem
ä

          
  
                       
 ß

§1598a

         

B
G
B
-E
und

dessen
Verhältnis

zum
A
bst

 
 
 
  
             
             
  
   am

m
ungsverfahren

nach
dem

Fam
FG
,FPR

  
 
                      
    
  
     

2007,S.381ff.;R
.Frank/T.H

elm
s,

                   
         
   
   
  K

ritische

  
         

B
em
erkungen

zum
R
egierungsentw

urf
ei

 
  
            
  
             
      nes

    „  G
esetzes

zur
K
lärung

der
Vaterschaft

 
             
            
          

unabhängig
vom

A
nfechtungsverfahren

               
  
                   “,    

Fam
R
Z
2007,S.1277ff.;F.B

rosius-G

   
 
                        
        

ersdorf,D
as
K
uckuckseiim

Fam
ilienn

          
    
            
    
      est

      
─E

rforderlichkeit
einer

N
euregelun

    
                       
         g

der
Vater

       
    -  

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
一
号 

四
四
（
　
　
　
）

四
四



schaftsuntersuchung,N
JW
2007,S.80

                      
  
            6ff.;M

.W
ellenhoffer,D

as
neue

G
ese

       
   
              
         
   tzes

zur
K
lärung

der
Vaterschaft

una

          
            
              bhängig

vom

           
 

A
nfechtungsverfahren,N

JW
2008,S.1

 
                      
  
           185ff.;T

.H
elm
s,D
as
neue

G
esetzes

         
   
   
    
         
        zur

K
lärung

der
leiblichen

A
bstam

m
un

     
                       
     
 
  g,Fam

R
Z
2008,

      
 
        

S.1033ff.;K
.M
uscheler,D

ie
K
lärun

             
   
           
    
     g

der
Vaterschaft,FPR

2008,S.257f

       
               
              f.;ders.,D

as
R
echt

des
Vaters

auf

            
    
          
          K

enntnis
seiner

Vater

 
                
    -  

schaft,FPR
2005,S.185ff.;M

.J.Z

           
                   
      im

m
erm
ann,D

ie
Feststellung

der
V
ate

  
 
   
      
                     
   rschaftunabhängig

vom
A
nfechtungsve

                      
  
            rfahren

T
eil1,FuR

         
         
 

2008,S,323ff.;I.Fritscher,D
ie
N

                                
    

ovellierung
des
A
batam

m
ungsrechts,N

                 
     
 
             

J
2008,S,193ff.;A

.G
enenger,E

rle

                    
   
          
   ichterte

A
bstam

m
ungs-

          
     
 
      

klärung
ohne

B
ercküsichitigung

der
b

              
                      iologischen

V
äter,JZ

2008,S.1031f

             
                       f.;D

.Schw
ab,Fam

ilienrecht,16.A
u

     
      
       
                 
 fl.,R

n.552ff.,S.258ff.

      
                     

usw

   

.  

（
　
）　B

undestags
D
rucksache

14/9020,S.1f

 
           
                        f  .  

８５
（
　
）　A

.G
enenger,D

as
neue

G
endiagnostikg

 
   
          
         
             esetz,N

JW
2010,S.113.

        
  
              
委
員
会
の
議
論
や
動
向
全
般
に
つ
い
て
は
、
齋
藤
純
子
「
ド
イ
ツ
倫
理

８６
審
議
会
法
─
生
命
倫
理
に
関
す
る
政
策
助
言
機
関
の
再
編
」
外
国
の
立
法
二
三
四
号
一
七
四
頁
以
下
、
松
田
純
監
訳
・
中
野
真
紀
・
小
椋
宗
一
郎
訳

『
人
間
の
尊
厳
と
遺
伝
子
情
報
─
ド
イ
ツ
連
邦
議
会
審
議
会
答
申
』
一
頁
以
下
（
知
泉
書
院
、
二
〇
〇
四
年
）
参
照
。

（
　
）　B

undestags
D
rucksache

16/10532,S.1

 
           
                        ff   .  

８７
（
　
）　V

gl.S.O
rel,H

eim
liche

Vaterschafts

 
        
      
   
       
           tests,2007,S.1ff

                   .  

８８
（
　
）　
以
上
に
つ
い
て
は
、vgl.E
ntw
urfeines

G
esetzes

über
gen

 
     
   
           
                etische

U
ntersuchungen

beiM
enschen

         
                   
        (G

endiagnostikgesetz-G
enD
G
),

  
                    
   
 
   

８９B
undestags

D
rucksache

16/10532,S.1

 
           
                        ,16f.

      
（
以
下
、E

ntw
urf

 
   
   
と
略
す
）

（
　
）　E

ntw
urf,Zu

A
bschnitt

3
(G
enetische

 
   
         
             
          U

ntersuchungen
zur
K
lärung

der
A
bsta

 
                   
            
    m

m
ung),Zu

§17,S.33

 
 
                   .  

９０
（
　
）　E

ntw
urf,Zu

A
bschnitt

3,Zu
§17,Zu

 
   
         
                       A

bsatz
1,S.33f

 
               .  

９１
（
　
）　E

ntw
urf.,Zu

§17,Zu
A
bsatz

3,S.34

 
   
                  
              .  

９２
（
　
）　E

ntw
urf.,Zu

§17,Zu
A
bsatz

5,S.34

 
   
                  
              .  

９３
（
　
）　E
ntw
urf.,Zu

§17,Zu
A
bsatz

5,S.34

 
   
                  
              .  

９４
（
　
）　E

ntw
urf.,Zu

§17,Zu
A
bsatz

7,S.35

 
   
                  
              .  

９５
秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

四
五
（
　
　
　
）

四
五



（
　
）　E

ntw
urf,Zu

A
bsatz

7
(Straf-und

B
uß

 
   
         
                     
  geldvorschriften),Zu

§25
(Strafvors

                                    chriften),Zu
N
um
m
er
1,S.40f

               
  
 
            .  

９６
（
　
）　E

ntw
urf,Zu

A
bsatz

7,Zu
§25,Zu

N
um

 
   
         
                     
  

m
er
3,S.41

 
           .  

９７
（
　
）　E

ntw
urf,Zu

A
bshnitt

7,Zu
§25,Zu

A
 
   
         
                       

bsatz
3,S.41

              .  

９８
（
　
）　E

ntw
urf,Zu

A
bshnitt

7,Zu
§26
(B
ußg

 
   
         
                    
   eldvorschriften),Zu
A
bsatz

1,Zu
N
u

                      
             
 m

m
er
6,S.41

 
 
           .  

９９
（
　
）　E

ntw
urf,Zu

A
bshnitt

7,Zu
§26,Zu

A

 
   
         
                       

bsatz
1,Zu

N
um
m
er
7,S.42

             
  
 
           .  

１００
（
　
）　E

ntw
urf,Zu

A
bshnitt

7,Zu
§26,Zu

A

 
   
         
                       

bsatz
1,Zu

N
um
m
er
7,S.42

             
  
 
           .  

１０１
（
　
）　E

ntw
urf,Zu

A
bshnitt

7,Zu
§26,Zu

A

 
   
         
                       

bsatz
2,S.42

              .  

１０２
（
　
）　E

ntw
urf,Zu

A
bshnitt

7,Zu
§26,Zu

A

 
   
         
                       

bsatz
3,S.42f

               .  

１０３
（
　
）　G

enenger,N
JW
2010,S.113ff

 
          
  
               .  

１０４
（
　
）　
法
案
段
階
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
制
裁
規
定
の
導
入
は
家
庭
内
の
争
い
を
増
幅
し
て
法
律
の
狙
い
を
達
成
で
き
ず
、
ま
た
刑
事
制
裁
は
親
告
罪
と

１０５
し
て
構
成
に
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
検
査
を
依
頼
し
た
父
の
態
度
が
刑
事
罰
に
値
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
批
判
す
る
の
は
、Stylianidis,

 
            

a.a.O
.,S.202f.

       
           
ま
た
成
文
に
対
し
て
、
秘
密
に
父
子
関
係
テ
ス
ト
を
し
た
夫
は
制
裁
さ
れ
る
が
、
故
意
ま
た
は
過
失
に
よ
り
夫
に
誤
っ
て
父
子
関
係

を
信
じ
さ
せ
た
妻
に
は
制
裁
が
な
い
点
を
指
摘
す
る
の
は
、S.B

raun,D
ie
R
egelungen

des
G
endiag

 
   
       
    
               
      nostikgesetzes

zu

                  „heim
lichen

Vater-

     
        
      

schaftstest

           s  “,M
D
R
2010,S.486

    
 
 
             .  

（
　
）　
こ
の
よ
う
な
見
方
を
す
る
論
者
と
し
て
、
た
と
え
ば
、M

uscheler,FPR
2007,S.392;ders.,

 
             
                      FPR

2008,S.263;Fritsche,N
J
2008,

   
                          
       S.194;

         

１０６G
enenger,JZ

2008,S.1035

 
                         .  

（
　
）　
こ
の
法
律
の
邦
語
訳
と
理
由
書
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
、
東
京
大
学
・
非
訟
事
件
手
続
法
研
究
会
『「
家
庭
事
件
及
び
非
訟
事
件
の
手
続
に
関
す

１０７
る
法
律
」
仮
訳
』
法
制
審
議
会
非
訟
事
件
手
続
法
・
家
事
審
判
法
部
会
第
一
回
会
議
（
平
成
二
一
年
三
月
一
三
日
開
催
）「
参
考
資
料
５－

１
」
参
照
。

（
　
）　B
undestag

D
rucksache

16/6308,S.1

 
          
                       .  

１０８
（
　
）　B
undestag

D
rucksache

16/9733,S.1

 
          
                       .  

１０９
（
　
）　
い
わ
ゆ
る
家
庭
非
訟
事
件
手
続
改
革
法
の
も
と
で
も
「
親
子
関
係
事
件
（K

indschaftssachen

 
                
）」
と
い
う
概
念
は
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
事
件
の

１１０ ＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
一
号 

四
六
（
　
　
　
）

四
六



内
容
は
変
更
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
親
と
し
て
の
世
話
（elterliche

Sorge

                
）、
面
接
交
渉
権
、
子
の
引
渡
し
、
後
見
な
ど
に
関
す
る
事
件
（
一

五
一
条
一
号
か
ら
八
号
）
な
ど
、
主
と
し
て
子
が
手
続
の
中
心
と
な
る
事
件
が
そ
れ
に
該
当
し
、
そ
の
手
続
に
つ
い
て
は
同
法
第
三
編
（
一
五
一
条
か

ら
一
六
八
条
ａ
ま
で
）
が
規
定
す
る
。

（
　
）　B

undestag
D
rucksache

16/6308,Zu
§11

 
          
                         2

(Fam
ilienstreitsachen),S.493

      
                          .  

１１１
（
　
）　
以
上
に
つ
い
て
は
、vgl.H

eiter,FPR
2006,S.418

 
     
          
             .  

１１２
（
　
）　B

undestags
D
rucksache

16/6308,Zu
§1

 
           
                        71

(A
ntrag),S.244.

     
                
立
法
理
由
書
は
、
連
邦
憲
法
裁
〇
七
判
決
も
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
に
憲
法
上

１１３
問
題
は
な
い
と
判
示
し
た
旨
指
摘
す
る
。

（
　
）　
参
照
し
た
文
献
と
し
て
は
、P.Friederici/R

.K
em
per
(hrsg.)/I.F

 
              
   
  
                ritsche,Fam

ilienverfahrensrecht,1.

            
                        A

ufl.,2009,Fam
FG
§171,II

1

  
               
  
            

１１４a),R
n.3,4,S.618f.;R

.B
ork/F.J

     
                    
   
        acoby/D
.Schw

ab
(hrsg.)/M

.Löhnig,K

       
      
            
           

om
m
entar

zum
G
esetz

über
das
Verfahr

  
 
         
  
                
      en

in
Fam
ilien-

         
       

sachen
und

in
den

A
ngelegenheiten

de

                   
                 r
freiw

illigen
G
erichtsbarkeit,

2009

       
         
                    ,

§171,
II
2a),

R
n.
5,
S.
603;

H
.
P
r

                 
               
    ütting/T.

H
elm
s

        
   
   
  

(hrsg.)/E
.Stößer,K

om
m
entar

zum
G
es

         
           
  
 
         
  
  etz

über
das
Verfahren

in
Fam
iliensa

              
               
       chen

und
in
den
A
ngelegenheiten

der

                 
                   freiw

illigen

     
        

G
erichtsbarkeit,2009,§171,B

II
2,

 
                             
      R
n.15ff,S.1329;A

.B
aum
bach/W

.L
  
                   
   
   
      
   auterbach/J.A

lbers/P.H
artm

ann,Ziv

              
          
    
        ilprozessordnung,

                  

68.A
ufl.,2010,§169

Fam
FG
,4)
C
,R

     
                    
  
      
   

n.9,S.2617;H
.Tom

as/H
.Putzo/R

.

                
   
  
    
         
  H

üßtege,Zivilprozessordnung,30.A
u

 
                                  
 fl.,2009,§171

                

Fam
FG
,2
b,R
n.5ff.,S.1623.

   
  
        
                  
こ
れ
に
対
し
、
規
定
の
緩
や
か
な
文
言
か
ら
、
理
由
づ
け
の
要
請
は
排
除
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
の
は
、H

eiter,FR
P

 
         
  

2006,S.419

            .  

（
　
）　Stößer,Fam

R
Z
2009,S.925;Prütting

           
 
                        /H

elm
s/Stößer,Fam

FG
,§171,B

II
2,

  
   
             
  
         
       R

n.15ff,S.1329
usw

 
                    

.  

１１５
（
　
）　Friederici/K
em
per/Fritsche,a.a.O

            
  
                     

.  

１１６
（
　
）　Prütting/H
elm
s/Stößer,Fam

FG
,§171,

          
   
             
  
        B

II
2,R
n.17a,S.1330

 
        
               .  

１１７
（
　
）　H
eiter,FR

P
2006,S.419

 
         
              .  

１１８
（
　
）　
こ
れ
に
よ
り
、
両
親
の
一
方
が
訴
訟
に
関
与
し
て
い
な
い
場
合
は
、
訴
え
の
送
達
と
と
も
に
そ
の
一
方
の
親
を
口
頭
弁
論
期
日
に
呼
出
し
、
ま
た
母

１１９
が
父
子
関
係
の
認
知
を
否
認
す
る
場
合
に
、
子
の
呼
び
出
し
を
規
定
し
て
い
た
民
訴
法
旧
六
四
〇
条
は
削
除
さ
れ
た
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

四
七
（
　
　
　
）

四
七



（
　
）　Stößer,Fam

R
Z
2009,S.927;Prütting

           
 
                        /H

elm
s/Stößer,Fam

FG
,§172,B

I,R
n.

  
   
             
  
         
     
  9,S.1333f.usw

                 

.  

１２０
（
　
）　Stößer,Fam

R
Z
2009,S.927;Prütting

           
 
                        /H

elm
s/Stößer,Fam

FG
,§175,B

I,R
n.

  
   
             
  
         
     
  3,S.1337;Friederici/K

em
per/Frits

                         
  
         che,a.a.O

.,

            
   

１２１Fam
FG
§175,R

n.1ff,S.636f.;

   
  
        
                 .  

（
　
）　H

eiter,FR
P
2006,S.420

 
         
              .  

１２２
（
　
）　
旧
法
の
片
面
的
職
権
探
知
主
義
に
つ
い
て
は
、
豊
田
「
職
権
探
知
主
義
」
小
島
古
稀
祝
賀
〈
続
〉
一
〇
三
七
頁
以
下
で
検
討
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

１２３vgl.Friederici/K
em
per/Fritsche,a.

                 
  
                 a.O

.,Fam
FG
§177,II

1,R
n.3ff,S.

    
      
  
              
          640f.;B

ork/Jacoby/Schw
ab

         
               
     –  Löhnig,Fam

FG
,§177,1

I
1ff.,

             
  
                  

R
n.1ff.,S.609f.;T

hm
as/Putzo/H

üßt

 
                    
  
          
   ege,ZPO

,Fam
FG
§177,1,R

n.1ff.,S

        
     
  
           
          .1627

usw
.

          
  
畑
瑞
穂
「
人
事
訴
訟
に
お
け
る
職
権
探
知
主
義
に

つ
い
て
」
家
月
五
六
巻
三
号
一
頁
以
下
、
特
に
一
七
頁
以
下
参
照
。

（
　
）　B

orth,Fam
R
Z
2009,S.165

 
         
 
              .  

１２４
（
　
）　
そ
の
場
合
、
裁
判
所
は
鑑
定
が
一
般
的
に
承
認
さ
れ
た
学
問
に
従
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
か
を
常
に
調
べ
る
必
要
が
あ
り
、
鑑
定
機
関
に
疑
問
を
抱
い

１２５
た
と
き
は
、
再
鑑
定
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。Friederici/K

em
per/Fritsche,a.a.O

.

 
           
  
                     
 ,Fam

FG
§178,2,R

n.7,S.643

     
  
           
            .  

（
　
）　B

ork/Jacoby/Schw
ab-Löhnig,Fam

FG
,§1

 
               
              
  
    77,II,R

n.6,S.610;T
hm
as/Putzo/H

         
               
  
          

üßtege,ZPO
,Fam

FG
§177,2c),R

n.8,

           
     
  
             
     S.1628

        .  

１２６
（
　
）　
民
訴
法
三
七
二
条
ａ
の
適
用
範
囲
は
今
後
縮
少
し
、
た
と
え
ば
扶
養
事
件
の
手
続
や
相
続
権
に
関
す
る
事
件
な
ど
民
訴
法
に
よ
る
事
件
で
血
縁
検
査

１２７
を
実
施
す
る
場
合
に
、
適
用
さ
れ
る
。Friederici/K

em
per
(hrsg.)/Fritsche,

 
           
  
                      a.a.O

.,Fam
FG
§178,I,R

n.1,S.6

       
      
  
           
          43f

   .  

（
　
）　Friederici/K

em
per/Fritsche,a.a.O

.

            
  
                     
 ,Fam

FG
§178,II

1,R
n.2,S.644

     
  
              
            .  

１２８
（
　
）　Prütting/H

elm
s/Stößer,Fam

FG
,§178,

          
   
             
  
        B

,1,Rn
3,4,S.1345.B

ork/Jocoby/

 
      
                  
           Schw

ab

    
    –  

Löhnig,Fam
R
G
,§178,II2,R

n.4,S

            
 
 
               
       .611f.

        
は
、

１２９
血
縁
関
係
に
争
い
が
あ
り
、
他
の
証
拠
で
は
血
縁
関
係
を
確
実
に
解
明
で
き
な
い
た
め
、
裁
判
が
検
査
結
果
に
係
わ
っ
て
い
る
場
合
で
あ
る
と
し
て
、

検
査
を
受
け
る
男
が
子
の
母
と
事
実
上
親
密
な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
示
す
手
掛
か
り
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
。

（
　
）　Friederici/K

em
per
(hrsg.)/Fritsche,

            
  
                      a.a.O

.,Fam
FG
§178,II

2,R
n.3,S

       
      
  
              
       .645

     .  

１３０
（
　
）　
た
だ
し
、
総
則
規
定
に
よ
る
と
、
決
定
は
関
係
人
へ
の
通
知
に
よ
っ
て
効
力
を
生
じ
（
四
〇
条
一
項
）、
継
続
的
効
果
を
有
す
る
確
定
し
た
裁
判
は
、

１３１
基
礎
に
お
か
れ
た
事
実
状
態
ま
た
は
法
律
状
態
が
事
後
的
に
重
大
に
変
化
し
た
と
き
は
、
第
一
審
裁
判
所
は
右
裁
判
を
取
り
消
す
ま
た
は
変
更
す
る
こ

＜

論
　
　
説＞

修
道
法
学
　
三
三
巻
　
一
号 

四
八
（
　
　
　
）

四
八



と
が
で
き
る
（
四
八
条
一
項
一
文
）。
し
た
が
っ
て
、
文
中
で
述
べ
た
血
縁
関
係
事
件
の
裁
判
の
確
定
時
期
と
変
更
の
規
定
は
、
こ
れ
ら
総
則
規
定
と

は
異
な
っ
て
い
る
。

（
　
）　
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
豊
田
「
再
審
の
訴
え
」
修
道
法
学
二
四
巻
一
号
四
三
頁
以
下
参
照
。

１３２

　【
後
書
】　
小
島
先
生
、
ま
た
前
稿
ま
で
の
拙
稿
を
お
読
み
頂
い
た
先
生
方
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
お
詫
び
申
し
上
げ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
二
年
前
の
春
に

当
方
は
思
い
が
け
ず
病
気
を
し
、
こ
の
間
し
ば
ら
く
研
究
を
自
重
し
本
稿
の
執
筆
も
中
断
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
い
ま
改
め
て
前
稿
を
読
み
返
し
な
が
ら

そ
の
続
き
を
書
い
て
み
ま
し
た
が
、
こ
の
間
の
法
改
正
に
よ
っ
て
問
題
点
の
立
法
的
な
手
当
て
が
な
さ
れ
た
と
こ
ろ
も
あ
り
、
当
初
の
全
体
の
構
想
か
ら
し
て
不

統
一
な
論
述
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
ご
容
赦
願
い
ま
す
。
加
え
て
、
広
範
な
法
改
革
の
内
容
の
理
解
も
な
か
な
か
容
易
で
は
な
く
、
今
回
で
本
稿
を
完
結
す
る
こ

と
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
き
る
限
り
早
く
、
な
ん
と
か
そ
れ
を
果
た
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
な
に
と
ぞ
ご
容
赦
願
い
ま
す
よ
う
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま

す
。

秘
密
に
収
集
さ
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
鑑
定
の
訴
訟
上
の
利
用
（
三
）（
豊
田
） 

四
九
（
　
　
　
）

四
九


